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ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
の
試
み
と
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
〜
一
二
月

｜
｜
ゴ
・
デ
ィ
ン
・
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
統
制
を
目
指
し
て
｜
｜

筧

雅

貴

は
じ
め
に

一

テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
派
遣
に
向
け
て

（
一
）
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
派
遣
決
定
ま
で

（
二
）
テ
イ
ラ
ー
へ
の
指
示
を
め
ぐ
っ
て

二

南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
の
策
定

（
一
）
限
定
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（lim

ited p
a
rtn
ersh

ip

）

（
二
）
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
の
勧
告
｜
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
統
制
す
る
手
法
と
し
て

（
三
）
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
に
向
け
て

三

国
内
政
策
の
統
制
の
挫
折
と
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
関
与
の
拡
大

（
一
）
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉

（
二
）
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
｜
南
ベ
ト
ナ
ム
の
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
外
観
へ
の
配
慮

（
三
）
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
｜
軍
事
的
支
援
の
早
急
な
実
施

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
末
以
降
、
特
に
九
・
一
一
テ
ロ
後
の
ブ
ッ
シ
ュ
（
ジ
ュ
ニ
ア
）（G

eo
rg
e W

.
B
u
sh

）
政
権
の
対
外
政
策
に
よ
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
帝
国
は
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た１

）
。
こ
の
な
か
で
、
米
国
は
第
二
次
大
戦
後
に
帝
国
と
し
て
帝
国
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
た
と
論
じ
る

の
が
、
山
本
『「
帝
国
」
の
国
際
政
治
学
』
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
同
書
以
外
に
も
、
米
国
を
帝
国
と
捉
え
る
議
論
は
存
在
し
て
き
た２

）
。
だ
が
こ

の
研
究
書
ほ
ど
、
膨
大
な
数
の
帝
国
論
の
分
析
に
基
づ
き
、
帝
国
を
最
も
体
系
的
に
、
か
つ
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
ま
ず
こ
の
研
究
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
に
お
い
て
米
国
と
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
（
南
ベ
ト
ナ
ム
）
の
関
係
が
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
第
一
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は「
帝
国
シ
ス
テ
ム
の
辺
境
に
お
け
る
陣
地
の
争
奪
戦
」で
あ
っ

た
。
第
二
に
、
政
権
が
不
安
定
な
と
こ
ろ
で
は
、
帝
国
は
「
あ
る
分
派
を
支
持
し
、
協
力
者
と
し
て
相
手
国
の
対
外
、
対
内
的
な
行
動
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
」。
こ
の
最
た
る
例
が
「
ベ・
ト・
ナ・
ム・
戦・
争・
に・
お・
け・
る・
（
腐
敗
し
た
）
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
」

で
あ
る
。
第
三
に
、
米
国
が
帝
国
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
の
よ
う
に
、「
単
独
主
義
的
に
周
辺
の

国
家
に
軍・
事・
力・
を・
行・
使・
し・
、
と
く
に
相
手
の
国
内
の
制
度
・
政
治
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
で
あ
る
（
傍
点
は
筆
者３

）
）。

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
国
内
政
策
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
、
一
九
六
五
年
三
月
以
降
の
米
国
に
よ
る
軍
事

力
の
直
接
行
使
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
以
前
の
段
階
で
、
米
国
は
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い

た
の
か
、
ま
た
は
模
索
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
期
の
両
国
関
係
の
特
徴
と
し
て
山
本
が
指
摘
す
る
性
格
を
帯
び
て
い
た

の
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
米
国
は
本
当
に
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
国
内
政
策
を
支
配
し
て
い
た
と
い
え
る
の
か
。
と
い
う
の
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
対

す
る
米
国
の
影
響
力
の
限
界
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る４

）
。
グ
リ
ン
タ
ー
（L

a
w
ren

ce E
.G
rin
ter

）
に
言
わ
せ
れ
ば
、
米

国
は
南
ベ
ト
ナ
ム
の
最
終
的
な
命
運
を
支
配
で
き
た
け
れ
ど
も
、
日
常
の
行
為
ま
で
は
管
理
で
き
な
か
っ
た５

）
。
し
か
も
ケ
ネ
デ
ィ
（Jo

h
n F

.

K
en
n
ed
y

）
政
権
に
参
画
し
た
人
々
も
同
様
の
点
を
指
摘
し
て
い
る６

）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
米
政
権
内
そ
し
て
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
提
起
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
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行
政
官
（
以
下
、
米
行
政
官
）
派
遣
の
試
み
を
手
が
か
り
に
し
て
、
米
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
、
成
功
も
し
く
は
失
敗
の
要
因
は
何
な
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
同
時
期
に
進
め
ら
れ
て
い

た
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
関
与
の
拡
大
が
、
こ
の
試
み
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
及
ぼ
し
た
の
な
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
で
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
。

な
ぜ
米
行
政
官
派
遣
の
試
み
に
注
目
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
植
民
地
支
配
に
利
用
さ
れ
て
き
た
手
法
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
行

政
官
を
派
遣
す
る
側
は
、
彼
ら
の
存
在
を
介
し
て
派
遣
さ
れ
る
側
に
住
む
人
々
の
「
考
慮

の
点
に

選
択
肢
に
制
限
を
課
す
こ
と
で
、
現
地
社

会
を
支
配
（
斜
体
は
原
文
）」
し
、
そ
れ
を
制
度
化
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た７

）
。
し
た
が
っ
て
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、

他
国
へ
の
行
政
官
の
派
遣
は
派
遣
さ
れ
る
側
の
国
内
政
策
を
統
制
す
る
手
法
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
自
体
を
分
析
す
る
こ
と

は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
南
ベ
ト
ナ
ム
政
策
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

さ
ら
に
は
、
一
九
六
一
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
米
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
人
的
、
物
的
支
援
を
大
幅
に
強
化
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

時
期
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
介
入
史
上
の
分
水
嶺
の
一
つ
で
も
あ
る８

）
。
こ
の
こ
と
と
米
行
政
官
を
派
遣
し
て
ジ
ェ
ム
（N

g
o D

in
h D

iem

）
の

国
内
政
策
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
に
軍
事
的
関
与
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
背
景
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
。

既
存
の
研
究
は
、
こ
の
二
つ
の
点
で
十
分
と
は
言
い
が
た
い
。
キ
ャ
ト
ン
（P

h
ilip E

.C
a
tto
n

）
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
勧
告
さ
れ
た
米
行
政

官
派
遣
を
含
む
措
置
は
、「
徹
底
的
に
ジ
ェ
ム
体
制
を
改
革
す
る
の
を
可
能
に
す
る
」コ
ン
セ
プ
ト
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
具

体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
た
軍
事
的
支
援
の
増
強
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら

が
成
立

つ
い
て
、
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い９

）
。

ケ
ネ
デ
ィ
が
米
戦
闘
部
隊
派
遣
の
「
一
歩
手
前
ま
で
ア
メ
リ
カ
を
追
い
込
ん
だ
」
こ
と
を
実
証
し
た
の
が
、
松
岡
『
一
九
六
一
』
で
あ
る
。

ジ
ェ
ム
は
米
行
政
官
派
遣
に
反
発
し
続
け
る
も
、
最
終
的
に
同
意
す
る
が
、
第
一
に
、
な
ぜ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ

ト
ナ
ム

し
た
の

か
。
第
二
に
、
両
国
間
で
合
意
さ
れ
た
米
行
政
官
派
遣
は
、
ジ
ェ
ム
に
と
っ
て
、
ま
た
米
政
権
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
。
同
書
は
南

ベ

稿
は
こ

の
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
立
場
へ
の
配
慮
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
本

も
に
、

の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
と
と

同
時
に
進

可
能
な
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め
ら
れ
て
い
た
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
早
急
な
実
施
に
も
注
目
し
て
検
討
す
る10

）
。

逆
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
米
戦
闘
部
隊
派
遣
に
一
貫
し
て
反
対
し
て
き
た
点
を
強
調
す
る
の
が
カ
イ
ザ
ー
（D

a
v
id K

a
iser

）
で
あ
る
。
カ
イ

ザ
ー
は
、
米
行
政
官
派
遣
な
ど
の
勧
告
に
は
、「
ジ
ェ
ム
に
そ
の
行
為
の
変
更
を
強
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
側
面
と
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
で

な
い11

）
。

ニ
ュ
ー
マ
ン
（Jo

h
n M

.N
ew
m
a
n

）
は
米
戦
闘
部
隊
を
派
遣
し
な
い
と
い
う
ケ
ネ
デ
ィ
の
決
定
が
、
ジ
ェ
ム
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、

南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
強
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
混
乱
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
も
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し

ジ
ェ
ム
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
を
持
ち
出
し
て
米
政
権
に
反
発
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
主
権
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
米
行
政

官
派
遣
の
試
み
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
米
行
政
官
派

遣
で
最
終
的
に
ジ
ェ
ム
に
譲
歩
し
た
要
因
の
一
つ
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
早
急
な
実
施
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る12

）
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
米
行
政
官
派
遣
な
ど
を
ケ
ネ
デ
ィ
に
勧
告
す
る
大
統
領
軍
事
顧
問
テ
イ
ラ
ー
（M

a
x
-

w
ell D

.
T
a
y
lo
r

）
将
軍
を
団
長
と
し
た
使
節
団
の
派
遣
決
定
を
概
観
し
、
テ
イ
ラ
ー
に
は
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
管
理
す
る
手
立
て
も
求

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
統
制
す
る
手
法
と
し
て
の
米
行
政
官
派
遣
を
説
明
す
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
含
め
た
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
の
策
定
と
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
に
向
け
た
米
政
権
の
準
備
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
の
支

援
策
を
め
ぐ
る
両
国
の
交
渉
を
検
討
し
、
同
支
援
策
で
両
国
が
合
意
で
き
た
背
景
に
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
米
行
政
官

派
遣
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
裏
に
は
南
ベ
ト
ナ
ム
の
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
外
観
へ
の
配
慮
と
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支

援
を
強
化
し
、
早
急
に
実
施
し
よ
う
と
す
る
推
進
力
が
米
政
権
の
側
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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一

テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
派
遣
に
向
け
て

（
一
）
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
派
遣
決
定
ま
で

一
九
六
一
年
五
月
、
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
（F

red
erick

 
E
.
N
o
ltin

g
,
Jr.

）
が
駐
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
大
使
に
着
任
し
た
。
前
任
の
ダ
ー
ブ
ロ

ウ
（E

lb
rid
g
e D

u
rb
ro
w

）
が
、
国
内
統
治
の
改
善
を
ジ
ェ
ム
に
執
拗
に
求
め
続
け
た
結
果
、
米
国
と
南
ベ
ト
ナ
ム
の
関
係
は
行
き
詰
ま
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
与
え
ら
れ
た
任
務
は
、「
我
々
の
助
言
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
、
相
互
の
信
頼
を
積
み
重
ね

る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
ジ
ェ
ム
に
「
愛
嬌
よ
く
い
る
」
こ
と
を
選
択
し
た
。
な
ぜ
な
ら
米
国
が
ジ
ェ
ム
の
国
内

統
治
を
改
善
で
き
る
か
ど
う
か
は
、「
ジ
ェ
ム
が
我
々
に
抱
く
信
頼
に
比
例
し
て
」
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
米
国
は
「
最
大

限
ジ
ェ
ム
を
支
持
す
る
に
あ
た
っ
て
、
道
徳
的
根
拠
を
気
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
訴
え
、
ジ
ェ
ム
を
徹
底
し
て
擁
護
し
て
い
く13

）
。

だ
が
そ
の
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
も
、
九
月
末
に
は
、
ジ
ェ
ム
政
府
は
「
国
民
の
間
で
、
そ
の
政
治
的
立
場
を
は
っ
き
り
と
改
善
し
て
お
ら
ず
、

国
家
の
団
結
を
十
分
に
進
め
て
い
な
い
」
と
評
価
し
た14

）
。
例
え
ば
、
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族
戦
線
（
以
下
、
解
放
戦
線
）
は
、
一
九
六
一
年

後
半
ま
で
に
二
〇
〇
〇
〇
名
と
な
り（
七
月
時
点
か
ら
一
二
〇
〇
〇
名
の
増
加
）、
そ
の
支
持
者
も
南
ベ
ト
ナ
ム
全
土
で
二
〇
〇
〇
〇
〇
名
と

見
積
も
ら
れ
て
い
た15

）
。
ま
た
南
ベ
ト
ナ
ム
の
政
府
や
軍
の
内
部
で
は
、「
ジ
ェ
ム
大
統
領
の
指
導
力
と
そ
の
政
府
の
安
定
は
、
過
去
一
年
の
間

に
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
著
し
く
疑
わ
れ
て
」
い
て
、
政
治
情
勢
は
「
潜
在
的
に
爆
発
し
や
す
い
」
状
況
に
あ
っ
た16

）
。

同
じ
頃
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
治
安
情
勢
も
ひ
ど
く
悪
化
し
て
い
た
。
こ
の
秋
に
、
ベ
ト
ナ
ム
労
働
党
南
部
中
央
局
は
、「
反
米
闘
争
の
強
化
を

求
め
る
決
議
を
承
認
」
し
て
い
た17

）
。
九
月
の
共
産
主
義
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
攻
撃
は
約
四
五
〇
回
に
達
し
、
そ
れ
ま
で
の
月
の
一
五
〇
回
か
ら
三

倍
近
く
に
増
加
し
た
。
ま
た
マ
ク
ガ
ー
（L

io
n
el C

.
M
cG
a
rr

）
軍
事
援
助
顧
問
団
（M

ilita
ry A

ssista
n
ce A

d
v
iso
ry G

ro
u
p
,M

A
A
G

）

長
は
、
こ
の
秋
に
共
産
主
義
者
が
「
あ
ら
ゆ
る
破
壊
活
動
を
幅
広
く
強
化
す
る
可
能
性
」
を
指
摘
し
た18

）
。
そ
の
た
め
南
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
へ
の

危
機
感
は
、
米
政
権
内
で
一
気
に
高
ま
っ
て
い
た19

）
。

一
〇
月
一
一
日
、
国
務
省
は
「
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
東
南
ア
ジ
ア
条
約
機
構
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
に
よ
る
介
入
の
た
め
に
提
案
さ
れ
て
い
る
計

画
の
実
行
可
能
性
と
望
ま
し
さ
を
、
政
治
と
軍
事
の
両
観
点
か
ら
…
…
調
査
す
る
」、
ま
た「
介
入
に
至
ら
な
い
が
、
追
加
の
早
急
な
行
動
を
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勧
告
す
る
」
た
め
に
「
軍
高
官
」
の
派
遣
を
提
案
し
た20

）
。
そ
し
て
同
日
の
国
家
安
全
保
障
会
議
は
、
国
務
省
の
提
案
を
承
認
し
、
テ
イ
ラ
ー

を
団
長
と
す
る
使
節
団
を
南
ベ
ト
ナ
ム
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た21

）
。

（
二
）
テ
イ
ラ
ー
へ
の
指
示
を
め
ぐ
っ
て

テ
イ
ラ
ー
に
は
、
ど
の
よ
う
な
指
示
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
一
一
日
の
国
家
安
全
保
障
会
議
の
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
南

ベ
ト
ナ
ム
訪
問
の
目
的
は
、
第
一
に
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
軍
事
介
入
案
、
第
二
に
小
規
模
の
米
軍
を
駐
留
さ
せ
、「
米
国
の
『
プ
レ
ゼ
ン
ス
』

を
確
立
す
る
」
案
、
第
三
に
米
戦
闘
部
隊
に
代
わ
り
、
米
国
か
ら
の
支
援
や
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
訓
練
を
強
化
す
る
な
ど
の
案
の
「
実
行
可
能

性
を
、
政
治
と
軍
事
の
両
観
点
か
ら
検
討
す
る
」
た
め
で
あ
っ
た22

）
。
こ
の
直
後
、
テ
イ
ラ
ー
自
ら
が
大
統
領
か
ら
自
身
へ
の
派
遣
命
令
書
の

草
案
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
南
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
の
評
価
」の
た
め
に
現
地
で
調
査
す
る
こ
と
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、「
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
も
し
く
は
米
国
の
軍
隊
を
南
ベ
ト
ナ
ム
に
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
成
し
遂
げ
ら
れ
え
る
の
か
の
評
価
」、
ま
た「
南
ベ
ト

ナ
ム
軍
の
規
模
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
追
加
の
装
備
と
訓
練
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
率
を
改
善
す
る
可
能
性
の
調

査
」
な
ど
で
あ
っ
た23

）
。
こ
の
よ
う
に
テ
イ
ラ
ー
作
成
の
草
案
は
、
軍
事
的
色
合
い
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
三
日
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
「
米
国
が
ベ
ト
ナ
ム
に
戦
闘
部
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
増
加
に

懸
念
」
を
表
明
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
も
し
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
期
待
し
、
我
々
が
別
の
こ
と
を
決
定
す
れ
ば
、
彼
ら
の

士
気
の
著
し
い
低
下
に
終
わ
る
可
能
性
が
高
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
派
遣
が
「
情
勢
全
般
を
見
直
す
」

た
め
で
あ
る
と
世
間
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
一
方
で
、
テ
イ
ラ
ー
に
は
「
絶
対
的
に
不
可
欠
」
と
思
わ
れ
る
場
合
に
、「
米
軍
の
派
遣

を
最
大
限
慎
重
に
検
討
す
る
」
よ
う
求
め
た24

）
。

テ
イ
ラ
ー
の
草
案
に
あ
る
軍
事
重
視
の
傾
向
を
弱
め
よ
う
と
す
る
ケ
ネ
デ
ィ
の
姿
勢
は
、
一
三
日
に
承
認
さ
れ
た
国
家
安
全
保
障
行
動
覚

書
（N
a
tio
n
a
l S
ecu

rity A
ctio

n M
em
o
ra
n
d
u
m
,
N
S
A
M

）
一
〇
四
と
、
ケ
ネ
デ
ィ
自
身
が
作
成
し
た
テ
イ
ラ
ー
の
派
遣
命
令
書
に

反
映
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｍ
一
〇
四
に
よ
る
と
、
テ
イ
ラ
ー
の
派
遣
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
援
助
」
を
よ
り
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
の

方
法
の
調
査
と
さ
れ
、
米
軍
や
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
こ
の
覚
書
に
は
な
い25

）
。
同
様
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
作
成
し
た
テ
イ
ラ
ー
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の
派
遣
命
令
書
に
お
い
て
も
、米
軍
の
派
遣
や
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
強
化
な
ど
に
触
れ
た
箇
所
は
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。代
わ
っ
て
ケ
ネ
デ
ィ

は
、「
問
題
の
軍
事
的
側
面
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
特
に
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
要
素
も
同
じ
く
ら

い
重
要
で
あ
る
」と
付
け
加
え
た
。
そ
れ
は
テ
イ
ラ
ー
の
草
案
に
あ
る
軍
事
へ
の
偏
重
を
是
正
し
、「
南
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
の
更
な
る
悪
化
を
避

け
、
そ
し
て
最
終
的
に
そ
の
独
立
へ
の
脅
威
を
封
じ
込
め
、
取
り
除
く
た
め
」
に
軍
事
に
限
定
さ
れ
な
い
幅
広
い
勧
告
を
求
め
た
た
め
で
あ

る26
）

。
こ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
派
遣
命
令
書
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
よ
っ
て
「
完
全
に
書
き
変
え
」
ら
れ
た27

）
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ

う
な
性
格
の
勧
告
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
。

一
九
六
一
年
秋
の
時
点
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
ジ
ェ
ム
を
見
限
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら「
も
し
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
指
導
力
が
、

軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
も
し
く
は
ジ
ェ
ム
の
死
の
結
果
と
し
て
著
し
く
混
乱
す
る
な
ら
、政
府
の
反
乱
鎮
圧
努
力
が
生
み
出
し
た
ど
ん
な
勢
い
も
、

少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
、
恐
ら
く
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
、
覆
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
予
測
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る28

）
。
し
た
が
っ
て
ケ

ネ
デ
ィ
政
権
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
既
存
の
政
府
に
引
き
続
き
頼
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
ジ
ェ
ム
が
国
内
統
治
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
カ
ミ
ン
グ
ス
（B

ru
ce C

u
m
in
g
s

）
は
、
戦
後
の
米
国
の
対
日
政

策
は
「
日
本
を
、
と
や
か
く
指
図
し
な
く
て
も
や
る
べ
き
こ
と
を
き
ち
ん
と
や
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る29

）
。
こ
の

こ
と
を
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
関
係
に
当
て
は
め
た
場
合
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
政
権
発
足
当
初
か
ら
失
敗
続
き
で
あ
っ
た30

）
。
つ
ま
り
国
内
秩
序
の

回
復
に
向
け
て
、
ジ
ェ
ム
の
よ
う
な
指
導
者
に
「
彼
ら
が
す
べ
き
で
あ
る
が
し
た
が
ら
な
い
こ
と
を
さ
せ
る
」
方
法
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま

ま
で
い
た
の
で
あ
る31

）
。
し
た
が
っ
て
テ
イ
ラ
ー
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
を
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
防
衛
す
る
た
め
の
行

動
方
針
は
も
と
よ
り
、
南
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
の
改
善
に
「
す
べ
き
で
あ
る
が
し
た
が
ら
な
い
こ
と
」
を
ジ
ェ
ム
に
実
施
さ
せ
る
手
立
て
の
提
示

で
も
あ
っ
た
。
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二

南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
の
策
定

（
一
）
限
定
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（lim

ited p
a
rtn
ersh

ip

）

テ
イ
ラ
ー
使
節
団
は
、
一
〇
月
一
五
日
午
後
に
ワ
シ
ン
ト
ン
を
出
発
し
、
一
八
日
午
前
に
サ
イ
ゴ
ン
に
到
着
し
た
。
主
な
メ
ン
バ
ー
は
、

コ
ッ
ト
レ
ル
（S

terlin
g J.

C
o
ttrell

）
ベ
ト
ナ
ム
特
別
作
業
班
長
、
ロ
ス
ト
ウ
（W

a
lt W

.
R
o
sto
w

）
大
統
領
次
席
特
別
補
佐
官
、
ラ

ン
ズ
デ
ー
ル
（E

d
w
a
rd G

.
L
a
n
sd
a
le

）
准
将
な
ど
で
あ
っ
た32

）
。
特
に
政
治
分
野
を
担
当
し
た
の
が
コ
ッ
ト
レ
ル
で
あ
り
、「
ジ
ェ
ム
に
促

す
必
要
不
可
欠
な
改
革
は
何
で
あ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
う
の
か
」
が
コ
ッ
ト
レ
ル
の
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た33

）
。
使

節
団
は
約
一
週
間
の
視
察
後
、
一
一
月
三
日
午
後
四
時
に
ケ
ネ
デ
ィ
に
面
会
し
、
そ
の
後
テ
イ
ラ
ー
が
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た34

）
。

南
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、「
ベ
ト
コ
ン
の
軍
事
的
、
政
治
的
影
響
力
が
、
現
在
広
が
り
続
け
て
」い
て
、
依
然
と
し
て
ジ
ェ
ム
政
府
は
守
勢
に
立

た
さ
れ
て
い
た35

）
。
事
態
を
す
ぐ
に
で
も
好
転
さ
せ
な
け
れ
ば
、「
確
実
に
政
治
的
危
機
を
も
た
ら
す
失
望
と
恐
怖
の
状
況
を
、
相
対
的
に
小
規

模
な
ベ
ト
コ
ン
の
軍
が
作
り
出
す
の
を
許
す
」
こ
と
に
な
る
と
、
テ
イ
ラ
ー
は
み
て
い
た36

）
。

事
態
を
好
転
さ
せ
る
た
め
に
使
節
団
が
全
会
一
致
で
提
示
し
た
の
が
、「
米
国
の
助
言
か
ら
限
定
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
々
と
の
実
務
的
な
協
力
関
係
へ
」と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
、
ア
メ
リ
カ
人
は
友
人
や
パ
ー

ト
ナ
ー
」
と
し
て
、「
単
に
言
葉
だ
け
で
な
く
、
行
動
」
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
に
「
ど
の
よ
う
に
し
て
職
務
を
遂
行
す
る
の
か
を
示
す
」
こ

と
を
期
待
さ
れ
て
い
た37

）
。

こ
の
限
定
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
支
え
た
も
の
は
何
か
。
第
一
に
、「
も
し
ア
メ
リ
カ
人
が
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
と
協
力
し
て
重
要
な
問
題

に
取
り
組
む
準
備
を
す
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
彼
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
本
質
的
に
改
善
で
き
る
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
能
力
へ

の
信
頼
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
は
、
ア
メ
リ
カ
人
と
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
が
協
力
し
て
任
務
に
従
事
す
る
な
ら
、「
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
く

最
終
的
な
結
果
は
好
ま
し
い
」
と
自
信
満
々
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
自
ら
の
意
図
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
米
国
は
植
民
地
支
配
の
再
現
で
は
な

く
、「
新
国
家
が
独
り
立
ち
で
き
、
自
立
し
た
将
来
を
設
計
で
き
る
」よ
う
支
援
し
て
い
る
と
使
節
団
は
信
じ
て
い
た
。
第
三
に
、
米
国
の
積

極
的
な
行
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。「
ジ
ェ
ム
自
身
｜
そ
し
て
国
家
の
運
命
を
心
配
す
る
す
べ
て
の
人
々
｜
が
ベ
ト
ナ
ム
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で
の
問
題
で
転
機
を
生
み
出
す
た
め
に
、
米
国
の
指
導
と
援
助
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
」
と
使
節
団
は
考
え
て
い
た38

）
。

そ
の
た
め
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
内
部
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人
が
「
助
言
の
役
割

を
超
え
て
、
行
政
、
軍
の
計
画
と
作
戦
、
諜
報
、
洪
水
救
済
の
分
野
」
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
を
提
案
し
た39

）
。

（
二
）
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
の
勧
告
｜
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
統
制
す
る
手
法
と
し
て

テ
イ
ラ
ー
使
節
団
は
ア
メ
リ
カ
人
が
上
記
の
分
野
で
積
極
的
に
行
動
す
る
た
め
に
、
八
つ
の
措
置
を
勧
告
し
た40

）
。
ま
ず
使
節
団
は
、
限
定

的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
実
施
す
る
に
は
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
を
「
助
言
集
団
か
ら
戦
場
で
の
作
戦
本
部
に
近
い
も
の
」
に
変
更
す
る
こ
と
を
求
め

た41
）

。
例
え
ば
、
米
軍
事
顧
問
を
「
戦
争
が
実
際
に
戦
わ
れ
て
い
る
」
大
隊
レ
ベ
ル
に
配
属
す
る
こ
と
、
ジ
ェ
ム
の
軍
の
「
作
戦
計
画
に
関
与

す
る
」
こ
と
な
ど
が
テ
イ
ラ
ー
に
提
案
さ
れ
、
テ
イ
ラ
ー
は
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
の
再
編
と
二
四
〇
〇
名
規
模
ま
で
の
拡
大
を
大
統
領
に
勧
告
し
た42

）
。

ま
た
使
節
団
は
、
デ
ル
タ
の
洪
水
救
済
を
名
目
に
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
も
勧
告
し
た43

）
。
テ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
に
伴
う
不
利
益
に
無
自
覚
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
を
ケ
ネ
デ
ィ
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
米
戦
闘
部
隊
派
遣
こ
そ
、
情
勢
改
善
に
「
必
要
不

可
欠
な
行
動
」で
あ
り
、
そ
れ
な
し
で
南
ベ
ト
ナ
ム
を
共
産
主
義
か
ら
防
衛
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
と
主
張
し
た44

）
。
特
に
テ
イ
ラ
ー
は
、「
ベ

ト
ナ
ム
の
人
々
の
士
気
を
回
復
す
る
…
…
た
め
に
行
動
す
る
緊
急
の
必
要
性
」
が
あ
り
、
こ
の
点
で
「
米
国
が
本
気
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

目
に
見
え
る
象
徴
と
し
て
、
い
く
ら
か
の
米
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
ほ
ど
効
果
的
な
も
の
は
現
れ
そ
う
に
な
か
っ
た
」
と
回
顧
す
る45

）
。

だ
が
、
米
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
安
全
保
障
に
一
方
的
に
関
与
を
拡
大
す
る
こ
と
に
慎
重
な
意
見
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
コ
ッ
ト
レ
ル
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ジ
ェ
ム
体
制
は
、
首
尾
よ
く
共
産
主
義
者
の
脅
威
に
対
処
す
る
よ
う
十
分
に
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
し
、
機
能
し
て
い

な
い
」。
し
た
が
っ
て
ジ
ェ
ム
政
府
が「
米
国
の
支
援
を
受
け
て
も
、
成
功
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
米
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
で

共
産
主
義
者
の
打
倒
に
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
く
ら
い
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と46

）
。
だ
が
逆
に
言
え
ば
、
共
産
主
義
に

効
果
的
に
対
処
で
き
る
よ
う
ジ
ェ
ム
の
国
内
統
治
を
再
編
で
き
れ
ば
、
ジ
ェ
ム
に
大
規
模
な
支
援
を
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ジ
ェ
ム
こ
そ
、「
ベ
ト
コ
ン
の
脅
威
を
打
ち
負
か
す
た
め
の
最
善
の
希
望
」で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る47

）
。
先
述
の
よ
う
に
、
使
節
団
は
ア

メ
リ
カ
人
の
任
務
遂
行
能
力
を
信
頼
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
南
ベ
ト
ナ
ム
で
全
面
的
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ジ
ェ
ム
の
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統
治
は
効
率
的
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
問
題
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
国
内
統
治
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き

る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
脈
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、「
米
政
府
は
ジ
ェ
ム
大
統
領
と

協
議
し
て
決
め
ら
れ
た
形
式
と
人
数
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
政
府
機
構
に
送
り
込
む
た
め
の
行
政
官
を
提
供
す
る
準
備
を
す
る
」
と
い
う
米
行

政
官
派
遣
で
あ
る48

）
。

米
行
政
官
派
遣
に
は
、
二
つ
の
目
的
が
あ
る
。
一
つ
は
、
有
能
な
ベ
ト
ナ
ム
人
行
政
官
の
欠
如
を
米
行
政
官
で
補
う
た
め
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
ジ
ェ
ム
が
「
物
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
る
一
流
の
行
政
官
の
欠
如
」
に
不
満
を
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る49

）
。
南
ベ
ト
ナ
ム

政
府
の
側
に
有
能
な
行
政
官
が
見
当
た
ら
な
い
、
ま
た
は
存
在
し
て
い
て
も
、
ま
る
で
「
操
り
人
形
の
よ
う
」
に
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
米
国
の
努
力
が
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た
原
因
を
南
ベ
ト
ナ
ム
の
側
に
求
め
た
。
そ
こ
で

ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
は
、
一
〇
月
二
三
日
、
彼
ら
に
「
い
く
ら
か
の
活
気
」
を
与
え
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
人
を
ジ
ェ
ム
政
府
内
、
特
に
「
決
定

的
な
行
政
上
の
行
動
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
に
配
置
す
る
よ
う
テ
イ
ラ
ー
に
提
案
し
た50

）
。

も
う
一
つ
は
、
ジ
ェ
ム
の
よ
う
な
指
導
者
に
「
彼
ら
が
す
べ
き
で
あ
る
が
し
た
が
ら
な
い
こ
と
を
さ
せ
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
コ
ッ
ト
レ

ル
曰
く
、
ジ
ェ
ム
は
「
執
務
室
か
ら
全
て
の
こ
と
を
支
配
す
る
」
統
治
形
態
を
根
本
的
に
変
更
す
る
こ
と
に
応
じ
な
い
の
だ
か
ら
、「
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
で
ベ
ト
ナ
ム
政
府
を
改
革
す
る
試
み
に
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
成
功
し
て
こ
な
か
っ
た
」。
だ
か
ら
米
国
の
努
力
は
、「
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

で
進
め
る
べ
き
」
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
、
国
内
統
治
を
改
善
す
る
よ
う
ジ
ェ
ム
を
説
得
し
、
そ
の
実
施
を
ジ
ェ
ム
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

派
遣
さ
れ
た
米
行
政
官
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
行
政
官
と
の
「
実
務
的
な
提
携
を
あ
ら
ゆ
る
水
準
で
進
め
」
て
、
ジ
ェ
ム
を
指
導
者
と
し
て
維
持

し
た
ま
ま
、
そ
の
「
行
政
手
法
に
事
実
上
の
変
更
を
引
き
起
こ
す
」
試
み
で
あ
っ
た51

）
。

そ
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
人
を
ど
こ
に
配
置
す
る
の
か
。
国
務
省
政
策
企
画
委
員
会
の
一
員
で
、
使
節
団
に
参
加
し
て
い
た

ジ
ョ
ー
デ
ン
（W

illia
m
 
J.
Jo
rd
en

）
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
求
め
ら
れ
て
い
る
背
景
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
南
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、「
政

治
や
行
政
の
分
野
で
の
変
化
を
求
め
る
圧
力
が
、
爆
発
寸
前
」で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
は
、「
こ
の
種
の
変
化
が
平
和
的
に
、
ま
た
米
国

の
後
押
し
を
受
け
て
表
れ
て
ほ
し
い
」
と
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
変
化
は
「
米
政
府
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
平
和

的
に
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い
た
」
と52

）
。
す
な
わ
ち
変
化
へ
の
要
求
が
暴
発
す
る
の
を
防
ぐ
上
で
、
ア
メ
リ
カ
人
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が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ー
デ
ン
は
、「
政
策
決
定
の
主
要
な
責
任
を
担
う
た
め
に
国
家
治
安
評
議
会（N

a
tio
n
a
l

 
E
m
erg

en
cy C

o
u
n
cil,

N
E
C

）」
の
創
設
を
ジ
ェ
ム
に
促
し
、「
米
顧
問
が
、
大
統
領
府
や
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
含
め
た
主
要
な
ベ
ト
ナ
ム
の
政
府
機

関
と
連
携
す
る
た
め
に
選
抜
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
テ
イ
ラ
ー
に
報
告
し
た53

）
。

派
遣
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
候
補
者
名
が
挙
が
っ
た
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
視
察
が
終
わ
る
直
前
、
し
か
も
ジ
ェ
ム
か
ら
で
あ
っ
た
。

テ
イ
ラ
ー
は
二
四
日
の
ジ
ェ
ム
ら
と
の
協
議
で
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
な
ど
へ
の
ジ
ェ
ム
の
反
応
を
探
っ
て
い
る
が
、
米
行
政
官
派
遣
を
提
起

し
て
い
な
い
、
二
三
日
に
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
が
そ
れ
を
テ
イ
ラ
ー
に
提
案
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
二
五
日
に
、
ジ
ェ
ム

は
自
ら
に
最
も
近
い
ア
メ
リ
カ
人
の
一
人
で
あ
る
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
の
派
遣
を
望
む
と
表
明
し
た54

）
。
コ
ッ
ト
レ
ル
は
、「
ジ
ェ
ム
を『
改
心
さ
せ

る
』」
た
め
に
「
我
々
が
利
用
で
き
る
強
み
は
ど
れ
で
も
使
う
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ロ
ス
ト
ウ
は
ジ
ェ
ム
の
心
を
入
れ
替
え
さ
せ
る

こ
と
に
「
悲
観
的
」
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
に
希
望
を
託
し
た
。
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
政
府
高
官
か
ら
も
、
ジ
ェ
ム
が
助
言
を
聞
き
入
れ

る
の
は
米
大
使
で
は
な
く
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
使
節
団
は
ジ
ェ
ム
の
要
求
を
ケ
ネ
デ
ィ
に
伝
え
、「
主
要
な

省
庁
に
配
置
す
る
限
ら
れ
た
数
の
｜
我
々
に
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ム
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
」
の
派
遣
を
提
案
し
た55

）
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
は
米
行
政
官
派
遣
を
大
統
領
に
勧
告
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
使
節
団
内
で
こ
の
問
題
が
十
分

に
議
論
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
特
に
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
に
つ
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
に
伴
う
不
利
益
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
利

点
を
主
張
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
へ
の
米
行
政
官
派
遣
は
、「
ジ
ェ
ム
の
協
力
を
得
て
の
み
可

能
」
と
述
べ
、
そ
の
実
施
に
ジ
ェ
ム
の
同
意
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
米
国
か
ら
の
再
三
再
四
の
国

内
統
治
の
改
善
要
求
を
突
っ
ぱ
ね
て
き
た
ジ
ェ
ム
が
、
果
た
し
て
内
政
介
入
や
主
権
侵
害
と
映
り
か
ね
な
い
提
案
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
ま

た
ど
の
よ
う
に
し
て
ジ
ェ
ム
の
同
意
を
得
る
の
か
を
使
節
団
は
検
討
し
て
い
な
い
。
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
存
在
が
政
情
の
安

定
化
と
ジ
ェ
ム
自
身
の
決
定
の
効
率
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
ジ
ェ
ム
が
こ
れ
に
「
魅
力
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
す

る
だ
け
で
あ
っ
た56

）
。
使
節
団
は
、「
ジ
ェ
ム
の
行
政
手
法
を
改
め
さ
せ
る
」
に
は
、
米
国
は
頼
り
が
い
あ
り
、「
ジ
ェ
ム
の
政
治
的
立
場
を
侵

害
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
ジ
ェ
ム
が
納
得
す
る
ま
で
は
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、
こ
れ
が
「
こ
の
段
階
で
進
む
べ
き

正
し
い
道
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と
表
明
し
、
自
ら
の
手
法
の
正
し
さ
を
信
じ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ジ
ェ
ム
を
納
得
さ
せ
る
の
か
を
示
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し
て
い
な
い57

）
。

さ
ら
に
は
、
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
を
派
遣
す
る
の
が
最
良
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
年
の
春
、
南
ベ
ト
ナ
ム
大
使
と
し
て
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
を
派
遣

す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
た
が
、
国
務
省
と
国
防
総
省
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
。
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
が
ジ
ェ
ム
に
親
し
い
た
め
に
、「
ミ
イ
ラ

取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
り
か
ね
な
い
」
か
ら
で
あ
る58

）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
節
団
は
ジ
ェ
ム
の
要
求
を
そ
の
ま
ま
大
統
領
に
伝
え
た
。
ジ
ェ

ム
の
希
望
を
国
務
省
に
報
告
す
る
電
報
の
欄
外
に
は
、
誰
が
書
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、「
ノ
ー
ノ
ー
ノ
ー

」と
書
か
れ
て
い
た59

）
。
こ
の

よ
う
な
反
対
論
を
説
得
す
る
材
料
を
、
使
節
団
は
提
示
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
使
節
団
は
、
米
行
政
官
派
遣
を
勧
告
す
る
に
あ
た
り
検
討

が
必
要
な
問
題
を
十
分
に
分
析
す
る
こ
と
な
く
、
ケ
ネ
デ
ィ
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
に
向
け
て

ラ
ス
ク
（D

ea
n R

u
sk

）
国
務
長
官
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
米
戦
闘
部
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
に
反
対
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
「
勝
ち
目
の
な
い

馬
に
米
国
の
威
信
を
さ
ら
に
大
幅
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
さ
せ
る
の
に
気
が
進
ま
な
い
」
た
め
に
、「
ジ
ェ
ム
が
支
援
に
値
す
る
も
の
」
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
特
に
注
意
を
払
う
よ
う
国
務
省
に
求
め
た60

）
。

一
一
月
四
日
、
国
務
省
は
、
も
し
米
国
が
テ
イ
ラ
ー
使
節
団
の
勧
告
に
沿
っ
て
「
大
幅
な
追
加
支
援
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
な
ら
、
政

府
を
改
め
、
そ
の
基
盤
を
拡
大
す
る
よ
う
、
ど
の
程
度
ジ
ェ
ム
を
誘
導
で
き
る
と
思
う
か
」
を
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
尋
ね
た
。
具
体
的
に
は
、

ジ
ェ
ム
が
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
全
て
を
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
通
じ
て
実
践
す
る
こ
と
、
南
ベ
ト
ナ
ム
副
大
統
領
が
こ
の
組
織
を
指
導
す
る
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
組
織
の
決
定
に
参
加
す
る
ア
メ
リ
カ
人
を
任
命
す
る
こ
と
な
ど
が
可
能
な
の
か
で
あ
っ
た61

）
。
国
務
省
は
ジ
ェ
ム
に
集
中
し
た
権
限
を

Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
委
譲
し
、
そ
の
決
定
に
ア
メ
リ
カ
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
統
治
の
効
率
を
高
め
、「
勝
ち
目
の
な
い
馬
」へ
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
拡
大
に
な
ら
な
い
よ
う
模
索
し
て
い
た
。

だ
が
大
使
の
回
答
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ム
に
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
利
用
し
た
統
治
を
行
う
よ
う
説
得
で
き
る
の
は
、
ジ
ェ
ム
の
弟
ニ
ュ
ー

（N
g
o D

in
h N

h
u

）
が
そ
れ
を
指
導
す
る
場
合
に
限
る
。
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
ア
メ
リ
カ
人
を
送
り
込
む
こ
と
は
、「
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
を
米
国
に
売

り
渡
す
行
為
」と
み
な
さ
れ
、
ジ
ェ
ム
を
納
得
さ
せ
ら
れ
な
い62

）
。
大
使
か
ら
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ム
か
ら
権
力
を
奪
う
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
ジ
ェ
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ム
の
行
動
を
引
き
出
す
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
完
全
に
お
手
上
げ
で
は
な
か
っ
た
。
六
日
、
大
使
は
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
編
成
で
ミ
ラ
ク
ル
が
起
こ
る
と
は
思

わ
な
い
と
し
つ
つ
も
、「
現
在
の
緊
急
事
態
の
重
圧
の
下
で
、
ジ
ェ
ム
は
ま
る
で
我
々
が
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
計
画
と
そ
の
実
施
に
ま
す
ま
す
深

く
関
わ
る
の
を
許
す
用
意
が
あ
る
か
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
」
の
で
、「
確
実
に
こ
の
機
会
を
最
大
限
利
用
す
べ
き
」
と
訴
え
た63

）
。
そ
こ
で
大

使
が
目
を
つ
け
た
の
は
米
戦
闘
部
隊
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
ム
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
は
、
米
国
の
決
意
の
証
拠
と
し
て
そ
れ
を
待
ち
望
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
そ
の
投
入
に
よ
っ
て
、
米
国
は「
皆
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
改
革
や
改
良
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
熟
考
の
機
会
」

を
手
に
で
き
る
と
、
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
考
え
て
い
た64

）
。

こ
の
よ
う
に
国
務
省
は
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
と
い
う
選
択
肢
を
排
除
し
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ス
ク
は
ま
ず
「
ジ
ェ
ム
の
側
で

の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
努
力
」
を
求
め
て
い
た
の
に
対
し65

）
、
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
ジ
ェ
ム
の
行
動
を
引
き
出
す
誘
因
と
し
て
、
米
戦
闘
部
隊

投
入
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
最
終
的
に
ラ
ス
ク
も
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
を
ジ
ェ
ム
に
国
内
統
治
上
の
改
善
措
置
を
促
す
誘
因
と
し
て
位
置

づ
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
一
日
に
ラ
ス
ク
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
（R

o
b
ert S

.
M
cN
a
m
a
ra

）
国
防
長
官
が
共
同
で
大
統
領
に
提

出
す
る
覚
書
と
そ
の
草
案
か
ら
確
認
で
き
る
。

Ａ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（U

.
A
lex

is Jo
h
n
so
n

）
政
治
担
当
国
務
次
官
補
代
理
が
作
成
し
た
一
一
月
七
日
の
草
案
は
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
以
外

の
テ
イ
ラ
ー
の
勧
告
に
「
早
急
に
着
手
す
る
」
こ
と
を
求
め
た
。
だ
が
、「
大
規
模
な
米
戦
闘
部
隊
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
な
し
に
、
南
ベ
ト
ナ

ム
情
勢
に
お
い
て
い
く
ら
か
の
安
定
を
達
成
す
る
と
い
う
一
縷
の
望
み
は
、
我
々
が
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
統
治
と
軍
の
構
造
を
迅
速
に
改
造
す

る
こ
と
に
あ
る
か・
も・
し・
れ・
な・
い・
（
傍
点
は
筆
者
）」
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た66

）
。
翌
日
、
こ
の
草
案
を
膨
ら
ま
せ
る
形
で
別
の
草
案
が
作
成
さ
れ

た
。
新
し
い
草
案
は
、
米
戦
闘
部
隊
投
入
な
し
に
南
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
化
を
阻
止
で
き
る
な
ら
「
好
ま
し
い
」
け
れ
ど
も
、「
そ
の
よ
う
な
希

望
に
政
策
を
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
明
言
し
た67

）
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
国
務
・
国
防
総
省
は
、「
相
当
の
規
模
で
の
米
軍
の
投
入
に
及

ば
な
い
ど
ん
な
方
法
に
よ
っ
て
」
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
化
を
阻
止
す
る
見
込
み
は
「
な
い
、
お
そ
ら
く
は
著
し
く
不
利
」
と
い
う
こ
と

で
一
致
し
て
い
た68

）
。

一
一
日
、
国
務
・
国
防
長
官
か
ら
大
統
領
に
共
同
覚
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
を
支
援
」
す
る
た
め
に
「
早
急
に
着
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手
す
る
」
行
動
と
し
て
、
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
強
化
や
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
の
再
編
・
拡
充
と
と
も
に
、「
両
国
政
府
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
様
式
と
人
数

で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
機
構
に
送
り
込
む
た
め
の
行
政
官
と
顧
問
を
提
供
す
る
」
と
い
う
米
行
政
官
派
遣
を
勧
告
し
た
。
た
だ
し
米
国
が
南

ベ
ト
ナ
ム
政
府
へ
の
支
援
を
拡
大
す
る
に
は
、「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
が
彼
ら
の
側
で
自
ら
の
リ
ソ
ー
ス
の
効
果
的
で
全
面
的
な
動
員
を
実
施
す
る

準
備
を
す
る
な
ら
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
ゲ
リ
ラ
の
活
動
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
側
が
「
主

要
な
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
彼
ら
の
士
気
を
高
め
る
も
の
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
米
戦
闘
部
隊
の
必
要
性
が
持
ち
出
さ
れ
た69

）
。
そ
れ
を
投

入
す
る
こ
と
で
、「
ジ
ェ
ム
が
心
強
く
感
じ
、
効
率
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
」こ
と
が
期
待
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
と

え
「
そ
れ
は
起
こ
り
そ
う
に
な
い

」
と
疑
わ
れ
て
い
て
も
で
あ
る70

）
。

同
じ
頃
、
大
統
領
は
政
権
高
官
へ
の
質
問
を
用
意
し
て
い
た
。
大
統
領
は
「
本
能
的
に
、
米
軍
の
派
遣
に
反
対
」
で
あ
り
、
ジ
ェ
ム
が
「
米

国
の
支
援
増
大
へ
の
手
付
金
」
と
し
て
、
政
府
の
基
盤
を
拡
大
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ケ
ネ
デ
ィ
は
問
う
。
テ
イ
ラ
ー
の
勧

告
は
米
戦
闘
部
隊
派
遣
を「
含
ま
な
く
て
も
、
効
果
的
で
あ
る
の
か
」。
ジ
ェ
ム
の
行
動
を
引
き
出
す
誘
因
と
し
て
期
待
さ
れ
る
米
戦
闘
部
隊

を
派
遣
し
な
い
な
ら
、
ど
の
程
度
、
新
た
な
米
国
の
支
援
を
「
我
々
が
提
案
し
て
い
る
改
革
措
置
の
ジ
ェ
ム
の
側
で
の
事
前
実
施
し
だ
い
」

に
す
る
の
か
、
等
々71

）
。

一
一
日
と
一
五
日
の
国
家
安
全
保
障
会
議
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
質
問
に
十
分
な
回
答
を
与
え
て
は
い
な
い
。
共
同
覚
書
で
「
早
急
に
着
手
す

る
」行
動
と
し
て
勧
告
さ
れ
た
措
置
が
、
米
戦
闘
部
隊
な
し
で
効
果
的
で
あ
る
の
か
は
全
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
大
統
領
特
別
補
佐
官
シ
ュ

レ
ジ
ン
ガ
ー
（A

rth
u
r M

.
S
ch
lesin

g
er,

Jr.

）
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
「
米
顧
問
を
注
入
す
る
こ
と
で
、
体
制
を
強
固
に
す
る
と
い
う
ア
イ
デ

ア
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
」
と
回
顧
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
政
権
全
体
が
、「
単
に
ア
メ
リ
カ
人
を
送
り
込
め
ば
…
…
『
勝
利
に
必
要
な
気
力
と

方
法
』
を
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
に
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
想
定
」
し
て
い
た72

）
。
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
人
を
南
ベ
ト
ナ
ム
に
送
り
込
む
こ
と
が

議
論
の
対
象
と
な
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
一
一
日
に
大
統
領
が
米
行
政
官
派
遣
な
ど
を
「
承
認
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
述
べ

た
こ
と
が
、
事
実
上
の
承
認
と
な
っ
た73

）
。
た
だ
し
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
米
戦
闘
部
隊
が
「
信
頼
を
回
復
し
、
士
気
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
」
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
派
遣
に
反
対
で
あ
っ
た74

）
。
だ
が
政
権
高
官
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
二
つ
の
会
議
は
、
米
戦
闘
部
隊
派

遣
に
関
す
る
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た75

）
。
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ジ
ェ
ム
の
行
動
を
促
す
誘
因
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
米
戦
闘
部
隊
を
派
遣
し
な
い
と
な
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ジ
ェ
ム
の
行
動
を
引

き
出
す
の
か
。
ケ
ネ
デ
ィ
が
、「
い
か
に
し
て
我
々
は
、
ジ
ェ
ム
政
府
を
人
々
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」と

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
返
っ
て
き
た
答
え
は
デ
ル
タ
の
洪
水
の
利
用
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た76

）
。
だ
が
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ム
の
目
の
前
に
国
民
を
引
き

つ
け
る
絶
好
の
機
会
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
ジ
ェ
ム
に
こ
の
機
を
利
用
し
て
行
動
す
る
よ
う
、
ど
の
よ
う
に
し
て
促
す
の
か
。

こ
の
と
き
の
会
議
の
参
加
者
は
誰
も
答
え
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
数
々
な
問
題
が
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
米
行
政
官
派
遣
は
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
の
再
編
・
拡
充
、
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
強
化
な
ど
と
併
せ

て
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
と
し
て
、
一
五
日
の
国
家
安
全
保
障
会
議
後
、
サ
イ
ゴ
ン
大
使
館
に
伝
達
さ
れ
た77

）
。
さ
ら
に
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、「
助

言
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
現
在
の
関
係
よ
り
も
、
よ
り
親
密
な
関
係
を
構
想
」し
、「
政
治
、
経
済
、
軍
事
の
領
域
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
が
安
全
保
障
情
勢
に
影
響
を
与
え
る
と
き
、
政・
策・
決・
定・
過・
程・
を・
共・
有・
す・
る・
こ・
と・
を・
期・
待・
す・
る・
（
傍
点
は
筆
者
）」
と
表
明
し
た78

）
。
こ
う
し

て
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
に
参
画
す
る
意
図
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
に

向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

三

国
内
政
策
の
統
制
の
挫
折
と
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
関
与
の
拡
大

（
一
）
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉

一
一
月
一
七
日
、
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
や
政
策
決
定
過
程
の
共
有
へ
の
期
待
を
ジ
ェ
ム
に
伝
え
、「
真
に
実
質
的
で
意
味

の
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
政
、
政
治
、
社
会
分
野
で
の
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
行
動
案
を
考
え
出
す
こ
と
」
を
要
求
し
た79

）
。
だ
が
ジ
ェ
ム
に
と
っ

て
は
、
自
ら
が
求
め
た
米
戦
闘
部
隊
が
派
遣
さ
れ
な
い
た
め
に
、
米
国
の
要
求
の
度
合
い
が
相
対
的
に
高
ま
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
屈
辱
で
し

か
な
か
っ
た80

）
。

ジ
ェ
ム
曰
く
、
米
国
の
提
案
は
「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
責
任
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
。
し
か
も
テ
イ
ラ
ー
が
南
ベ
ト
ナ
ム
訪
問
中
、

米
戦
闘
部
隊
派
遣
を
ジ
ェ
ム
と
協
議
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
今
に
な
っ
て
取
り
消
し
た
こ
と
で
、
米
政
権
は
「
わ
ず
か
な
追
加
支
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援
と
引
き
換
え
に
、
主
権
の
領
域
で
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
重
大
な
譲
歩
を
求
め
て
い
る
」
と
、
ジ
ェ
ム
は
感
じ
て
い
た81

）
。
二
〇
日
に
ト
ゥ
ア
ン

（N
g
u
y
en D

in
h T

h
u
a
n

）
国
務
相
も
、「
米
国
の
提
案
を
お
お
っ
ぴ
ら
に
受
け
入
れ
る
こ
と
」
は
、「
米
国
の
圧
力
に
よ
る
、
広
い
範
囲
で

の
統
治
の
再
編
と
国
民
に
映
」
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ジ
ェ
ム
の
立
場
を
著
し
く
弱
め
て
し
ま
う
と
訴
え
た82

）
。

ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
ジ
ェ
ム
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
を
持
ち
出
し
て
反
発
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が83

）
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ジ
ェ
ム

と
の
交
渉
を
悲
観
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
大
使
は
「
私
が
期
待
し
て
い
た
以
上
に
、
ジ
ェ
ム
は
我
々
の
提
案
を
き
ち
ん
と
受
け
取
っ
た
」
と

国
務
省
に
報
告
し
、
ト
ゥ
ア
ン
と
の
協
議
も
米
国
の
提
案
を
明
確
に
伝
え
る
機
会
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
言
う
。
米

国
か
ら
の
支
援
増
加
に
は
、「
相
当
規
模
の
新
た
な
米
国
の
努
力
、
マ
ン
パ
ワ
ー
、
リ
ソ
ー
ス
、
威
信
」が
付
随
す
る
。
し
た
が
っ
て
米
国
は
、

「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
側
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
改
善
す
る
た
め
の
仕
組
み
」を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
南
ベ
ト
ナ
ム
を
米
国
の『
保

護
国
』
に
し
た
い
と
は
一
切
思
っ
て
い
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
ト
ゥ
ア
ン
に
伝
え
た
後
、
大
使
は
「
ジ
ェ
ム
を
問
い
詰
め
て
い
る
よ
う
に

見
ら
れ
た
く
な
い
」
た
め
に
、
ジ
ェ
ム
か
ら
の
回
答
を
数
日
待
つ
よ
う
国
務
省
に
求
め
た84

）
。

だ
が
サ
イ
ゴ
ン
で
は
、
ニ
ュ
ー
の
命
令
を
受
け
た
マ
ス
コ
ミ
が
反
米
論
調
を
展
開
し
始
め
た
。
例
え
ばT

H
O
I B

A
O

は
、「
ベ
ト
ナ
ム
は

資
本
主
義
的
帝
国
主
義
の
実
験
の
モ
ル
モ
ッ
ト
で
は
な
い
」と
い
う
見
出
し
で
、
米
国
が
内
政
介
入
の
条
件
を
援
助
に
付
し
て
い
る
と
報
じ
、

こ
れ
を
主
権
侵
害
と
し
て
批
判
し
た85

）
。
マ
ス
コ
ミ
の
反
応
は
、
主
権
を
制
限
す
る
援
助
へ
の
「
理
性
的
な
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
の
反
感
の
激
し

さ
」
を
表
し
て
い
る
と
、
ジ
ェ
ム
は
言
い
張
っ
た86

）
。

二
七
日
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
関
す
る
協
議
が
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
で
開
催
さ
れ
た
。
よ
う
や
く
、
政
策
決
定
過
程
の
共
有
へ
の
期
待
が
ジ
ェ

ム
を
不
安
に
さ
せ
て
い
る
、
ま
た
ジ
ェ
ム
は
米
国
が
植
民
地
支
配
の
再
現
を
狙
っ
て
い
る
と
疑
っ
て
い
る
と
い
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
し

か
し
そ
れ
以
上
の
議
論
は
生
じ
な
か
っ
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
が
「
我
々
の
計
画
は
筋
が
通
っ
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
る
と
、
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
は
「
も

ち
ろ
ん
で
す
。
し
か
し
解
消
さ
れ
る
べ
き
誤
解
を
生
む
余
地
が
あ
り
ま
す
」
と
返
答
し
、
事
態
打
開
の
糸
口
は
ジ
ェ
ム
の
誤
解
の
解
消
と
、

そ
れ
を
生
み
出
す
曖
昧
さ
の
除
去
に
求
め
ら
れ
た87

）
。
米
国
は
「
共
産
主
義
者
の
膨
張
主
義
か
ら
南
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
を
救
う
た
め
の
無
欲
の

戦
い88

）
」
に
従
事
し
て
い
る
、
そ
う
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
自
ら
の
意
図
を
省
み
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
協
議
の
直
後
、
米
国
の
提
案
へ
の
「
ジ
ェ
ム
の
明
ら
か
な
誤
解
を
正
す
」
こ
と
が
大
使
に
命
じ
ら
れ
た
。
一
五
日
に
政
策
決
定
過
程
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の
共
有
へ
の
期
待
が
大
使
に
伝
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
具
体
的
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ノ
ル
テ
ィ
ン

グ
は
、
ジ
ェ
ム
に
そ
れ
を
伝
え
て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
の
指
示
で
は
、
政
策
決
定
過
程
の
共
有
へ
の
期
待
は
、「
安
全
保
障
情
勢
に
直
接
関
連

す
る
作
戦
に
お
い
て
、
一
方
の
当
事
者
が
最
大
限
の
、
ま
た
率
直
な
事
前
の
協
議
な
し
に
、
も
う
一
方
の
当
事
者
に
影
響
を
与
え
る
決
定
も

し
く
は
行
動
を
取
ら
な
い
く
ら
い
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
親
密
で
あ
る
」
こ
と
と
定
義
さ
れ
た
。
つ
ま
り
文
字
通
り
の
意
味
と
し
て
で

は
な
く
、
両
国
の
協
力
関
係
の
緊
密
化
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る89

）
。

米
行
政
官
派
遣
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
立
場
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
実
施
は
「
両
国
政
府
が
合
意
し
て
の
み
」
可
能
で
あ
る
と
。
こ
の

点
を
改
め
て
強
調
す
る
こ
と
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
を
「
ジ
ェ
ム
の
意
に
反
し
て
ア
メ
リ
カ
人
で
一
杯
に
す
る
、
ま
た
は
『
ジ
ェ
ム
の
政
府

を
乗
っ
取
る
』
つ
も
り
は
な
い
」
と
ジ
ェ
ム
に
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
し
た90

）
。

だ
が
ラ
ス
ク
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
ジ
ェ
ム
が
米
行
政
官
派
遣
を
政
策
決
定
過
程
の
共
有
と
結
び
つ
け
、
そ
れ
を
「
実
際
に
我・
・々

の・
意・
図・
し・
て・
い・
る・
以・
上・
に・
、
米
政
府
が
よ
り
多
く
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
表
れ
（
傍
点
は
筆
者
）」
と
み
な
し
て
い
る
と91

）
。
つ
ま
り
、

米
行
政
官
派
遣
を
両
国
の
合
意
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
に
し
て
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
は
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
管
理
す
る
意
図
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
米
国
の
援
助
の
増
大
に
は
、
米
国
の
威
信
を
さ
ら
に
賭
け
る
と
い
う
含
意
が
不
可
避
的
に
付
随
し
、
こ
れ
に

は
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
問
題
へ
の
米
国
の
発
言
力
の
強
化
を
伴
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
ジ
ェ
ム
が
認
め
る
こ
と
が
重
要
」
で

あ
っ
た92

）
。
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
過
剰
に
反
応
す
る
ジ
ェ
ム
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
問
題
は
ジ
ェ
ム
の
誤
解
で
あ
り
、
そ

れ
を
解
く
の
が
大
使
の
任
務
と
な
る
。

同
じ
頃
、
サ
イ
ゴ
ン
で
は
新
た
な
展
開
が
起
こ
り
始
め
て
い
た
。
二
七
日
に
ニ
ュ
ー
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
米
政
府
批
判
は
適
切
で
は
な

い
と
述
べ
た
こ
と
で
、マ
ス
コ
ミ
の
反
米
論
調
は
弱
ま
り
出
し
、三
〇
日
に
は
援
助
の
条
件
や
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
へ
の
言
及
は
な
く
な
っ

て
い
た93

）
。
そ
の
た
め
大
使
は
、
ジ
ェ
ム
は
「
我
々
の
提
案
し
た
方
針
通
り
の
も
の
を
考
え
出
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
判
断
し
、
ジ
ェ
ム
を
急

き
立
て
な
い
こ
と
を
国
務
省
に
要
求
し
た94

）
。

一
二
月
一
日
、
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
ジ
ェ
ム
と
協
議
を
行
っ
た
。
交
渉
の
雰
囲
気
は
か
な
り
改
善
し
た
。
ま
た
米
政
権
の
提
案
へ
の
南
ベ
ト

ナ
ム
政
府
の
回
答
を
、
翌
日
に
ト
ゥ
ア
ン
と
大
使
が
一
緒
に
書
面
で
準
備
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
だ
が
ジ
ェ
ム
は
、「
政
府
へ
の
米
国
の
影
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響
力
は
、
も
し
公
然
と
知
れ
渡
る
な
ら
都
合
が
悪
い
」
と
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た95

）
。

（
二
）
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
｜
南
ベ
ト
ナ
ム
の
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
外
観
へ
の
配
慮

米
行
政
官
派
遣
を
含
め
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
は
、
一
二
月
四
日
に
両
国
間
で
合
意
さ
れ
た96

）
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
妨
げ
て
き
た
ジ
ェ
ム
の

姿
勢
が
数
日
の
内
に
逆
転
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。一
二
月
二
日
に
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
と
ト
ゥ
ア
ン
の
間
で
予
定
さ
れ
て
い
た
作
業
は
、ト
ァ

ウ
ン
の
病
気
の
た
め
に
中
止
に
な
っ
た
。
翌
日
、
ト
ゥ
ア
ン
の
自
宅
で
行
わ
れ
た
協
議
は
、「
ジ
ェ
ム
の
立
場
を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
」す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
大
使
は
そ
れ
を
文
面
に
し
て
す
ぐ
に
で
も
ワ
シ
ン
ト
ン
に
報
告
し
た
か
っ
た
の
で
、
三
日
の
う
ち
に
ジ
ェ
ム
と
の
協
議
に

臨
ん
だ97

）
。

ジ
ェ
ム
は
自
ら
の
政
府
の
世
間
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
、「
国
民
に
保
護
を
提
供
す
る
政
府
の
能
力
」こ
そ
、
国
民
の
支
持
を
得
る
カ

ギ
で
あ
る
と
述
べ
、
治
安
維
持
を
最
優
先
に
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た98

）
。

政
府
の
効
率
化
の
問
題
で
は
、
い
く
ら
か
の
進
展
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
ム
は「
戦
時
内
閣
」と
し
て「
国
家
治
安
評
議
会（N

a
tio
n
a
l

 
In
tern

a
l S
ecu

rity C
o
u
n
cil

）
を
再
活
性
化
す
る
こ
と
に
同
意
」
し
、
ま
た
各
省
に
設
置
す
る
省
評
議
会
（P

ro
v
in
cia
l C
o
u
n
cil

）
を
「
政

党
や
職
業
に
関
係
な
く
、『
最
も
活
発
な
反
共
愛
国
者
』」
で
構
成
す
る
と
述
べ
た99

）
。

だ
が
米
行
政
官
派
遣
の
問
題
で
は
、
ジ
ェ
ム
は
「
素
っ
気
無
い
」
態
度
を
見
せ
た
。
や
は
り
ジ
ェ
ム
に
は
、「
自
ら
の
民
族
革
命
を
行
う
の

に
、ア
メ
リ
カ
人
に
助
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
公
に
認
め
る
余
裕
は
な
か
っ
た
」。相
変
わ
ら
ず
の
ジ
ェ
ム
の
姿
勢
に
直
面
し
、

ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
対
応
を
見
せ
た
。
大
使
が
「
大
統
領
閣
下
、
何
か
ご
提
案
は
あ
り
ま
す
か
」
と
、
初
め
て
こ
の
問
題
で

ジ
ェ
ム
に
意
見
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ム
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
米
行
政
官
派
遣
に
自
ら
の
条
件
を
付
け
加
え
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。

ジ
ェ
ム
は
こ
の
機
を
逃
さ
ず
、「
特
定
の
ア
メ
リ
カ
人
が
、
選・
択・
と・
要・
請・
に・
基・
づ・
い・
て・
、
我
が
政
府
を
強
化
す
る
の
を
手
助
け
で
き
る
こ
と
を

認
め
る
（
傍
点
は
筆
者
）」
と
返
答
し
た
。
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
合
意
以
外
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ェ
ム
の
逆
提
案

は
「
ま
さ
に
我
々
の
考
え
て
い
た
こ
と
」
と
述
べ
た100

）
。
そ
の
後
、
ジ
ェ
ム
が
承
認
し
た
覚
書
に
は
、「
米
顧
問
は
、
軍
組
織
を
は
じ
め
、
特
定

の
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
行
政
機
関
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
た
だ
し
ベ・
ト・
ナ・
ム・
政・
府・
の・
要・
請・
を
必
要
と
す
る
。
双
方
の
承
諾
と
ケ・
ー・
ス・
・・
バ・
イ・
・・
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ケ・
ー・
ス・
で・
…
…
こ
の
合
意
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
（
傍
点
は
筆
者
）」
と
明
記
さ
れ
、
こ
れ
を
ワ
シ
ン
ト
ン
も
了
承
し
た101

）
。

要
す
る
に
ジ
ェ
ム
は
自
ら
の
条
件
が
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
米
行
政
官
派
遣
に
同
意
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ェ
ム
の
国

内
政
策
を
統
制
す
る
た
め
に
米
行
政
官
を
派
遣
し
よ
う
と
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ジ
ェ
ム
が
米
行
政
官
派
遣

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
握
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
の
権
力
や
統
治
手
法
を
脅
か
す
米
行
政
官
を
求
め
る
、
ま
し
て
や
受
け
入
れ
る
可
能
性
は
ほ
ぼ

消
滅
し
た
。
な
ぜ
な
ら
権
力
を
独
占
し
て
き
た
指
導
者
は
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
こ
と
で
す
べ
て
を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
か
ら

で
あ
る102

）
。
事
実
、
ジ
ェ
ム
が
望
ん
だ
の
は
、
自
ら
を
擁
護
す
る
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
ラ
ン
ズ
デ
ー
ル
の
派
遣
の
可
能
性
が
な
く

な
っ
て
か
ら
は103

）
、
翌
年
一
月
に
な
っ
て
も
、
ジ
ェ
ム
は
「
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
文
民
機
関
に
配
属
す
る
」
米
行
政
官
の
派
遣
を
要
請
し
て
い
な

い
。
テ
イ
ラ
ー
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
省
庁
に
米
行
政
官
を
送
り
込
む
機
会
は
決
し
て
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
回
顧
す
る104

）
。
な
ぜ
ケ
ネ
デ
ィ
政

権
は
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
米
行
政
官
派
遣
を
認
め
た
の
か
。
以
下
で
は
、
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

一
つ
は
、
ジ
ェ
ム
の
反
共
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
と
関
連
す
る
。
反
共
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、
一
方
で
米
国
へ
の
協
力
を
拒
め

ば
共
産
主
義
者
呼
ば
わ
り
さ
れ
、
他
方
で
協
力
す
れ
ば
米
国
の
操
り
人
形
と
み
な
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
ジ
ェ
ム
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム

の
生
存
が
米
国
か
ら
の
支
援
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
て
、
共
産
主
義
者
が
「
米
顧
問
を
ネ
オ
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
証

拠
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
に
苛
立
っ
て
」
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ジ
ェ
ム
は
、「
主
権
国
家
と
し
て
の
南
ベ
ト
ナ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
守
る
こ

と
、
ま
た
自
ら
が
「
誰
の
操
り
人
形
で
も
な
い
」
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
同
時
に
ジ
ェ
ム
は
、
米
国
が
自
分
を
必
要
と
し
て
い
る
と

も
確
信
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
ジ
ェ
ム
は
、「
米
国
の
指
図
を
無
視
す
る
、
も
し
く
は
そ
れ
に
食
っ
て
か
か
る
」
こ
と
で
、「
自
分
た
ち
の
独
立

性
」、
つ
ま
り
米
国
と
の
提
携
が
米
国
へ
の
従
属
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た105

）
。

米
政
権
の
側
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
を
共
産
主
義
か
ら
守
る
べ
き
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
米
行
政
官
派
遣
を
そ
の

守
る
べ
き
主
権
と
の
関
係
で
考
え
る
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
側
の
視
点
か
ら
捉
え
る
と
い
う
発
想
に
乏
し
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
ジ
ェ
ム
の
反
発
の
原
因
を
米
国
の
意
図
が
正
し
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
、
そ
の
克
服
に
力
を
注
ぐ
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
説
得
は
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
。
ジ
ェ
ム
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
を
強
烈
に
主
張
し
た
こ
と
で
、
譲
歩
し
た
の
は
米
政
権
で
あ
っ
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た
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、「
米
国
が
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
政
策
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
外
観
さ
え
…
…
ジ
ェ
ム
政
府
を
弱
め
、
ベ

ト
コ
ン
に
利
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
ジ
ェ
ム
に
同
意
」
し
た
、
そ
し
て
ケ
ネ
デ
ィ
ら
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
回
顧
す
る106

）
。
つ

ま
り
ジ
ェ
ム
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
主
権
を
持
ち
出
し
て
反
発
を
続
け
た
こ
と
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
を
「『
乗
っ
取
っ
た
』
と
か
、『
ビ
ッ
ク
・
パ
ー

ト
ナ
ー
』
と
い
う
関
係
を
強
調
す
る
い
か
な
る
外
観
も
、
注
意
深
く
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
配
慮
が
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
米
国
は
フ
ラ
ン
ス
の
役
割
を
引
き
継
い
で
い
る
と
か
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
「
米
国
の
操
り
人
形
体
制
」
で
あ
る
と
い
う
共

産
主
義
者
の
批
判
に
根
拠
を
与
え
、
ジ
ェ
ム
の
立
場
を
危
う
く
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る107

）
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
に
ジ
ェ
ム
が
米
国
の
提
案
し
た
米
行
政
官
派
遣
に
反
発
し
続
け
、
自
ら
の
条
件
を
表
明
す
る
機
会
を
得
た
と
き
に

は
そ
れ
を
利
用
し
て
逆
提
案
し
、
米
国
が
こ
の
逆
提
案
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
交
渉
過
程
、
第
二
に
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
米
行
政
官
派
遣
で

両
国
が
一
致
し
た
こ
と
は
、「
主
権
国
家
」と
し
て
の
南
ベ
ト
ナ
ム
の
外
観
や
ジ
ェ
ム
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
体
面
を
守
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
代
償
と
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
に
事
実
上
の
変
更
を
加
え
る
手
段
と
し
て
、

米
行
政
官
を
利
用
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ
た
。
派
遣
ま
で
の
条
件
が
増
え
た
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ム
が
そ
の
実
施
の
決
定
権

を
握
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
南
ベ
ト
ナ
ム
を
「
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
取
り
繕
お
う
と
し
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
米
国
は
「
自
由
に
立

ち
回
る
こ
と
を
著
し
く
制
約
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た108

）
。

（
三
）

ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
ア
メ
リ
カ
人
行
政
官
派
遣
｜
軍
事
的
支
援
の
早
急
な
実
施

米
行
政
官
派
遣
は
単
独
の
提
案
で
は
な
く
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
の
再
編
・
拡
充
や
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
強
化
と
い
っ
た
軍
事
的
支
援
と
と
も
に
パ
ッ

ケ
ー
ジ
化
さ
れ
て
、
ジ
ェ
ム
に
提
起
さ
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
同
国
支
援
策
の
軍
事
的
側
面
に
も
注
目
し
て
、
米
政
権
が
ジ
ェ
ム
の
条

件
で
の
米
行
政
官
派
遣
を
受
け
入
れ
た
背
景
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

一
〇
月
一
八
日
、
フ
ェ
ル
ト
（H

a
rry D

.F
elt

）
太
平
洋
軍
司
令
官
は
、
米
戦
闘
部
隊
派
遣
以
外
で
「
即
座
に
講
じ
ら
れ
る
べ
き
」
軍
事

行
動
を
い
く
つ
か
勧
告
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
航
空
支
援
に
関
す
る
活
動
で
一
〇
月
三
一
日
の
時
点
で
「
実
施
措
置
が
開
始
さ
れ
」
て
い

な
か
っ
た
の
が
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
二
個
中
隊
（
四
〇
機
の
Ｈ

二
一
、
四
機
の
Ｈ

一
三
）
の
展
開
で
あ
っ
た
。
統
合
参
謀
本
部
に
よ
る
と
、
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「
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
は
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
の
機
動
力
の
強
化
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ア
ー
（L

y
m
a
n L

.L
em
n
it-

zer
）
統
合
参
謀
本
部
議
長
は
、
同
二
個
中
隊
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
派
遣
が
「
一
一
月
一
五
日
頃
に
出
発
す
る
空
母
に
よ
っ
て
実
施
で
き
る
」
よ

う
マ
ク
ナ
マ
ラ
に
勧
告
し
た109

）
。

テ
イ
ラ
ー
は
、
ジ
ェ
ム
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
必
要
性
を
持
ち
出
し
た
と
き
、「
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
、
米
司
令
官
の
下
で
米
軍

部
隊
を
構
成
し
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
司
令
部
と
協
力
す
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」を
派
遣
す
る
こ
と
を
思
い
描
い
て
い
る
と
伝
え
た110

）
。
そ
し
て
テ
イ
ラ
ー

は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
が
「
機
動
性
に
富
ん
だ
攻
撃
的
作
戦
」
を
遂
行
で
き
る
よ
う
、「
よ
り
多
く
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
と
軽
飛
行
機
を
提
供
」
す

る
こ
と
を
ケ
ネ
デ
ィ
に
勧
告
し
た111

）
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
軽
飛
行
機
の
派
遣
は
、
米
行
政
官
派
遣
な
ど
と
と
も
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
と
し
て
、
一
一
月
一
五
日
に
ノ
ル
テ
ィ

ン
グ
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
週
間
後
の
二
二
日
、
空
母
コ
ア
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
二
個
中
隊

四
〇
機
の
Ｈ

二
一
、
四
機
の
Ｈ

一
三
、
一

五
機
の
プ
ロ
ペ
ラ
機
Ｔ

二
八
、
約
四
三
〇
名
の
軍
事
要
員
）を
乗
せ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
出
発
、
サ
イ
ゴ
ン
に
は
一
二
月
八
日
到
着
予

定
で
あ
っ
た112

）
。
ジ
ェ
ム
の
立
場
が
政
治
的
に
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
、
ま
た
ジ
ェ
ム
が
政
府
を
効
率
的
に
運
営
す
る
の
か
と
い
う
疑
い
が
、

米
戦
闘
部
隊
の
派
遣
以
外
の
「
可
能
な
行
動
全
て
に
お
い
て
…
…
我
々
が
全
力
で
進
む
の
を
妨
げ
て
は
い
け
な
い
」
と
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
主
張

し
た
。
ゆ
え
に
米
政
権
は
、
ジ
ェ
ム
は
「
米
国
の
計
画
に
『
後
ほ
ど
公
式
に
同
意
す
る
』
だ
ろ
う
」
と
想
定
し
、
軍
事
的
支
援
に
乗
り
出
し

た
の
で
あ
る113

）
。

だ
が
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
こ
れ
を
一
方
的
に
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
政
府
間
の
合
意
以
前
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
サ
イ
ゴ
ン
に
到

着
す
れ
ば
、
ジ
ェ
ム
と
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
る
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
立
場
を
弱
め
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る114

）
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
北
ベ
ト
ナ
ム

が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
協
定
を
破
っ
て
、
南
ベ
ト
ナ
ム
を
「
侵
略
」
し
て
い
る
、
南
ベ
ト
ナ
ム
は
自
国
の
防
衛
の
た
め
に
米
国
に
救
援
を
要
請
し
て

い
る
、
こ
れ
を
受
け
て
米
国
は
支
援
を
強
化
す
る
と
い
う
「
建
前
」
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た115

）
。
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
で
の
合
意
以
前
に

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
南
ベ
ト
ナ
ム
に
到
着
す
れ
ば
、
こ
の
「
建
前
」
は
成
立
し
な
い
。
ゆ
え
に
ラ
ス
ク
は
、
コ
ア
が
直
接
サ
イ
ゴ
ン
に
向
か
う

の
か
ど
う
か
は
、
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
の
結
果
を
踏
ま
え
て
で
あ
る
と
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
伝
達
し
て
い
た116

）
。

サ
イ
ゴ
ン
に
到
着
し
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
、「
戦
闘
支
援
活
動117

）
」に
素
早
く
従
事
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
米
政
権
は
ジ
ェ
ム
と
の
間
で
南
ベ
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ト
ナ
ム
支
援
策
に
つ
い
て
早
急
に
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
問
題
で
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
自
ら
の
立

場
を
保
持
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ジ
ェ
ム
の
同
意
を
得
る
日
が
ま
す
ま
す
遠
の
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
南
ベ

ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
強
化
を
急
ご
う
と
す
る
な
ら
、
ジ
ェ
ム
が
反
発
す
る
米
行
政
官
派
遣
の
問
題
で
ジ
ェ
ム
の
条
件
を
飲
み
、
両
国

が
同
支
援
策
で
合
意
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
米
軍
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
ベ
ト
ナ
ム
に
向
か
っ
て
い
る
、
ま
た
一
一
月
中
旬
、
輸
送
や
航
空
写

真
撮
影
の
た
め
の
「
航
空
戦
力
を
派
遣
す
る
予
定
が
ジ
ェ
ム
に
伝
え
ら
れ
」
て
い
た
中
で
は
、「
承
認
済
み
の
軍
事
計
画
の
勢
い
が
効
果
的
な

交
渉
を
妨
げ
」
た
の
で
あ
っ
た118

）
。

両
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
で
合
意
し
た
日
の
翌
日
、
一
二
月
五
日
、
コ
ア
は
ホ
ノ
ル
ル
を
出
発
し
、
一
一
日
に
サ
イ
ゴ
ン
に
到
着
し
た
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
二
個
中
隊
は
、
一
二
月
二
五
日
と
翌
年
一
月
五
日
に
運
用
予
定
で
あ
っ
た
（
実
際
に
は
、
一
二
月
二
三
日
に
「
戦
闘
支
援
活

動
」を
開
始
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
別
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
部
隊
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
向
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
次
の
一
二
ヵ
月
間
に
、
一
二
〇

機
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
ベ
ト
ナ
ム
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る119

）
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
新
兵
器
が
次
々
と
南
ベ
ト
ナ
ム
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
方
の
解
放
戦
線
は
「
大
き
な
痛
手
」
を
被
る

こ
と
に
な
り
、「
ケ
ネ
デ
ィ
の『
特
殊
戦
争
』」に
応
じ
る
べ
く
、「
新
た
な
戦
術
と
戦
略
的
思
考
」を
模
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
の
ジ
ェ

ム
政
府
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
機
動
力
を
手
に
し
、
南
ベ
ト
ナ
ム
軍
は
共
産
主
義
ゲ
リ
ラ
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
へ
の
対
抗
策
を
導
き
出
す
ま
で
の

間
、
攻
勢
に
出
て
、
時
に
戦
闘
の
主
導
権
を
奪
う
こ
と
も
あ
っ
た120

）
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
今
度
は
ジ
ェ
ム
と
の
軍
事
的
協
力
を
深
め
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
の
行
動
を
引
き
出
せ
る
と
い
う
期
待
が
表
明
さ
れ
た
。

マ
ク
ナ
マ
ラ
は
言
う
。
ジ
ェ
ム
は
「
我
々
が
手
に
し
て
い
る
唯
一
の
人
物
」
で
あ
り
、
そ
の
ジ
ェ
ム
は
治
安
維
持
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
米
軍
に
と
っ
て
の
唯
一
の
制
約
は
、
米
戦
闘
部
隊
を
派
遣
で
き
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
以
外
で
の
「
軍
事
的
な

特
効
薬
」
に
集
中
す
れ
ば
、「
ジ
ェ
ム
に
協
力
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
ジ
ェ
ム
が
早
急
に
約
束
を
果
た
す
と

も
、
ま
た
成
立
し
た
合
意
を
放
っ
て
お
い
て
も
成
果
が
生
ま
れ
る
と
も
思
え
な
い
の
で
、
こ
の
「
特
効
薬
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
賛
成
で
あ
っ
た121

）
。

こ
の
よ
う
に
軍
事
的
支
援
の
ギ
ア
を
上
げ
る
こ
と
で
軍
部
と
文
民
は
一
致
し
て
い
た
が
、
軍
事
援
助
司
令
部
（M

ilita
ry
 
A
ssista

n
ce

 
C
o
m
m
a
n
d
,
V
ietn

a
m
,M

A
C
V

）
を
設
置
す
る
こ
と
に
は
、
大
使
だ
け
で
な
く
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
団
長
も
反
対
で
あ
っ
た
。
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ア
ー
に
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よ
る
と
、
新
司
令
部
の
設
置
は
、
米
国
が
支
援
を
強
化
し
、「
ジ
ェ
ム
が
わ
れ
わ
れ
の
助
言
と
提
案
に
ま
す
ま
す
注
意
を
払
う
の
を
期
待
す
る
」

新
た
な
時
代
に
両
国
が
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
「
ジ
ェ
ム
に
印
象
付
け
る
」
た
め
で
あ
っ
た122

）
。

マ
ク
ガ
ー
は
こ
の
説
明
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
国
防
長
官
は
、
ジ
ェ
ム
の
改
心
な
ど
期
待
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
ジ
ェ
ム
が
単
に
約
束
だ
け
で
な
く
、
行
動
で
協
力
す
る
よ
う
」
に
、「
手
助
け
し
た
い
と
い
う
米
国
の
希
望
を
ジ
ェ
ム
に
さ
ら
に
印
象

付
け
る
手
段
」と
し
て
司
令
部
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
の
は
矛
盾
し
て
は
い
な
い
か
。
確
か
に
南
ベ
ト
ナ
ム
を
救
お
う
と
す
る
な
ら
、「
行
動

で
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
真
の
協
力
」
を
ジ
ェ
ム
か
ら
得
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
ジ
ェ
ム
と
の
交
渉
で
妥
協
し
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
主
権
侵
害
の
批
判
を
恐
れ
」
て
い
て
は
、
ジ
ェ
ム
か
ら
「
真
の
協
力
は
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
だ
が

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
を
早
急
に
実
行
す
る
た
め
と
は
い
え
、
米
行
政
官
派
遣
で
ジ
ェ
ム
の
条
件
を
受
け
入
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
一
方
の
米
国
は
、
両
国
が
「
共
有
す
る
政
策
決
定
と
い
う
い
か
な
る
外
観
」
さ
え
得
る
こ
と
に
失
敗
し
、
他
方
の

ジ
ェ
ム
は
、
米
国
の
提
案
へ
の
「
事
実
上
の
拒
否
権
」
を
手
に
し
た
の
で
あ
る123

）
。

ノ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
治
安
情
勢
の
改
善
に
は
「
よ
り
効
果
的
な
軍
事
的
措
置
が
最
優
先
」
で
あ
る
が
、「
三
〇
〇
〇
〜
四
〇
〇
〇
名
の
追
加

の
米
軍
事
要
員
の
派
遣
に
対
応
す
る
た
め
に
、
米
国
側
の
組
織
構
造
を
根
本
的
に
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
変
え
る
必
要
も
な
い
」
と
し

て
、
新
司
令
部
の
設
置
に
反
論
し
た
。
第
一
に
、
任
務
と
権
限
を
大
使
と
司
令
官
で
二
分
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
が
「
両
者
を
競
わ
せ
て
漁

夫
の
利
を
得
よ
う
」
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
ジ
ェ
ム
に
対
し
て
「
声
を
そ
ろ
え
て
発
言
す
る
」
必
要
性
が
あ
っ
た
。

第
二
に
、
新
司
令
部
の
設
置
が
、「
民
生
活
動
と
比
べ
て
軍
事
的
措
置
を
重
視
し
す
ぎ
る
」
ジ
ェ
ム
の
考
え
方
を
さ
ら
に
助
長
し
、「
南
ベ
ト

ナ
ム
の
人
々
の
忠
誠
を
得
る
の
に
必
要
な
そ
の
他
の
措
置
を
お
ろ
そ
か
」
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ゲ
リ
ラ
の
鎮
圧
に

は
、
軍
事
だ
け
で
な
く
、「
経
済
、
心
理
、
政
治
、
社
会
の
面
で
の
行
動
」
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る124

）
。

こ
の
よ
う
に
米
政
権
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
の
協
力
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
、
ど
の
程
度

ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
行
う
の
が
最
適
な
の
か
に
つ
い
て
、
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
翌
年
二
月
、
陸
軍
一

一
四
人
、
海
軍
三
六
人
、
海
兵
隊
一
二
人
、
空
軍
五
四
人
の
二
一
六
人
体
制
で
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｖ
が
設
立
さ
れ
、
米
国
は
直
接
の
軍
事
介
入
へ
と
着

実
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る125

）
。
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お
わ
り
に

本
稿
は
、
米
行
政
官
派
遣
の
試
み
を
材
料
に
し
て
、
米
国
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
間
で
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、

ま
た
同
時
期
に
進
め
ら
れ
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
拡
大
は
、
こ
の
試
み
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を

考
察
し
た
。
分
析
の
結
果
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
一
九
六
一
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
米
行
政
官
を
派
遣
す
る
こ
と
で
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
を
米
国
の
統
制

下
に
置
こ
う
と
し
た
。
九
月
末
ま
で
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
情
勢
が
悪
化
し
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
統
治
を
全
面
的
に
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
か
と
い
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
で
ジ
ェ
ム
以
外
の
協
力
者
を
見
出
せ
な
い
米
国
に
と
っ
て
、
ジ
ェ
ム
を
見
限
る
と
い
う

選
択
肢
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ジ
ェ
ム
を
指
導
者
と
し
て
維
持
し
た
ま
ま
、
そ
の
統
治
を
米
政
権
の
目
の
行
き
届
く
形

で
実
践
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
米
行
政
官
派
遣
と
は
、
派
遣
さ
れ
た
米
行
政
官
が
現
地
の
行
政
官
と
協
力
し
て
統
治
の
実
務
を
担
い
、
ジ
ェ

ム
を
指
導
者
と
し
て
維
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
国
内
統
治
に
事
実
上
の
変
更
を
加
え
る
措
置
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
こ
の
試
み
の
結
果
は
と
い
う
と
、
事
実
上
の
失
敗
で
あ
っ
た
。
確
か
に
米
行
政
官
派
遣
は
、
両
国
が
合
意
し
た
南
ベ
ト
ナ
ム
支

援
策
の
一
項
目
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
要
請
と
選
択
的
実
施
と
い
う
、
ジ
ェ
ム
の
提
示
し
た
条
件
が
組
み
込
ま

れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
但
し
書
き
こ
そ
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
に
事
実
上
の
変
更
を
加
え
、
そ
れ
を
米
国
の
管
理
下
に
置
く
と
い
う
目
的

で
米
行
政
官
を
派
遣
す
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
し
た
。

第
三
に
、
な
ぜ
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
、
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
米
行
政
官
派
遣
を
受
け
入
れ
た
の
か
。
一
つ
に
は
、「
主
権
国
家
」と
し
て
の
南

ベ
ト
ナ
ム
の
外
観
へ
の
配
慮
の
た
め
で
あ
る
。
共
産
主
義
者
の
批
判
に
正
当
性
を
与
え
な
い
た
め
に
も
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
と
し
て
も
米
国
が

南
ベ
ト
ナ
ム
を
乗
っ
取
っ
た
と
人
々
に
映
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
ジ
ェ
ム
が
南
ベ
ト

ナ
ム
の
主
権
を
持
ち
出
し
て
反
発
を
続
け
た
こ
と
を
受
け
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
。

も
う
一
つ
に
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
強
化
が
、
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
実
施
す
る
と
い
う
建
前
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
遅
滞
な
く
実
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
両
国
が
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
で
早
急
に
合
意
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
米
行
政
官
派
遣
の
問
題
で
、
米
政
権
は
ジ
ェ
ム
の
条
件
を
聞
き
入
れ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
を
軍
事
的
に
強
化
す
る
こ
と
に
乗
り
出
す
と
、
今
度
は
こ
れ
を
テ
コ
に
し
て
ジ
ェ
ム
の
協
力
を
引
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
期
待
が
表
明
さ
れ
た
。
だ
が
軍
事
的
支
援
の
ギ
ア
を
上
げ
る
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
か
を
め
ぐ
っ

て
、
米
政
権
内
の
意
見
が
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
九
六
一
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
南
ベ
ト
ナ
ム
に
米
行
政
官
を
送
り
込
み
、
ジ
ェ
ム
の
国
内

政
策
に
統
制
を
課
そ
う
と
す
る
も
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
「
主
権
国
家
」
と
し
て
の
外
観
へ
の
配
慮
と
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
軍
事
的
支
援
の
早
急
な

実
施
の
た
め
に
、
ジ
ェ
ム
の
条
件
で
の
米
行
政
官
派
遣
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
手
法
に
よ
る
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
統
制
は
事
実

上
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

最
後
に
、（
本
稿
の
分
析
対
象
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
た
上
で
）冒
頭
で
取
り
上
げ
た
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
に
も
配
慮

し
つ
つ
、
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
若
干
触
れ
た
い
。

第
一
に
、
米
行
政
官
派
遣
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
統
制
を
目
指
す
も
、
そ
れ
が
事
実
上
の
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
へ
の
反
論
の
一
つ
で
あ
る
、「
帝
国
の
『
中
心
』
と
し
て
の
支
配
を
貫
徹
し
て
い
く
だ
け
の
力
を
、
ア
メ
リ
カ
は
欠
い

て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
本
稿
の
分
析
結
果
か
ら
も
確
認
で
き
る126

）
。

第
二
に
、
そ
の
障
害
と
な
っ
た
の
が
、
米
国
が
支
援
す
る
指
導
者
ジ
ェ
ム
で
あ
っ
た
。
共
産
主
義
と
い
う
共
通
の
敵
の
存
在
は
、
植
民
地

支
配
を
脱
し
た
国
家
に
あ
る
「
大
国
に
よ
る
新
た
な
支
配
に
対
す
る
警
戒
心
や
抵
抗
」
を
和
ら
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た127

）
。
ジ
ェ
ム
は
、
米

国
の
支
援
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
存
在
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
可
視
的
に
な
る
こ
と
へ
の
警
戒
心
か
ら
、
米
行

政
官
派
遣
を
米
国
の
条
件
で
実
施
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
え
る
。

第
三
に
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
は
米
行
政
官
派
遣
に
よ
る
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
統
制
が
事
実
上
の
失
敗
に
終
わ
る
の
と
同
時
に
、
ジ
ェ
ム
の

協
力
が
得
や
す
い
軍
事
分
野
で
の
提
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
、ジ
ェ
ム
の
対
米
協
力
を
引
き
出
す
方
向
へ
歩
み
を
強
め
た
。つ
ま
り
ケ
ネ
デ
ィ

政
権
は
、
米
国
の
条
件
で
米
行
政
官
派
遣
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
管
理
を
完
全
に
諦
め
た
わ
け
で
は
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な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
米
政
権
が
軍
事
的
手
段
だ
け
に
頼
っ
て
、
ジ
ェ
ム
の
国
内
政
策
の
統
制
を
引
き
続
き
模
索
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

ア
メ
リ
カ
人
の
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
関
与
は
、
軍
事
顧
問
に
象
徴
さ
れ
る
軍
事
分
野
だ
け
で
な
く128

）
、
南
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
建
設
へ
の
全
面
的
な

関
与
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
、
幅
広
い
分
野
に
及
ん
で
い
た129

）
。
こ
の
国
家
建
設
へ
の
関
与
を
支
え
た
概
念
枠
組
み
が
、「
近
代
化
」で
あ
っ
た
。

そ
し
て
近
代
化
こ
そ
、
途
上
国
が
「
独
立
を
ま
す
ま
す
要
求
し
て
い
る
と
き
に
、
支
配
的
な
国
家
の
特
権
と
権
利
を
継
続
し
て
訴
え
る
た
め

の
手
段130

）
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
国
家
建
設
の
名
の
下
で
の
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
関
与
は
、
米
国
の
支
配
を
南
ベ
ト
ナ
ム
内
部
に
埋

め
込
む
実
践
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
一
九
六
二
年
以
降
の
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
関
与
の
拡
大
を

考
え
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
論
に
つ
い
て
は
、
初
瀬
龍
平
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
論
の
新
展
開
」
菅
英
輝
編
著
『
ア
メ
リ
カ
の
戦
争

と
世
界
秩
序
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
２
）
例
え
ば
、W

illia
m
 
A
.
W
illia

m
s,
E
m
pire as a

 
W
ay
 
of
 
L
ife:

A
n
 
E
ssay

 
on
 
th
e C

au
ses an

d
 
C
h
aracter

 
of
 
A
m
erica’s P

resen
t

 
P
red

icam
en
t alon

g
 
w
ith
 
a F

ew
 
T
h
ou
gh
ts abou

t an
 
A
ltern

ative
(w
ith a

n In
tro
d
u
ctio

n b
y A

n
d
rew

 
B
a
cev

ich
)
(N
ew
 
Y
o
rk
:
Ig

 
P
u
b
lish

in
g
,
2007).

原
著
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る；

G
eir

 
L
u
n
d
esta

d
,
T
h
e
 
A
m
erican

“E
m
pire”

an
d
 
O
th
er S

tu
d
ies of U

S
 
F
oreign

 
P
olicy in

 
a C

om
parative P

erspective
(O
x
fo
rd
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1990);

Jo
h
n

 
L
.
G
a
d
d
is,

W
e N

ow
 
K
n
ow
:
R
eth
in
kin

g C
old

 
W
ar H

istory
(N
ew
 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1997)

な
ど
。

（
３
）
山
本
吉
宣
『「
帝
国
」
の
国
際
政
治
学
｜
冷
戦
後
の
国
際
シ
ス
テ
ム
と
ア
メ
リ
カ
』

東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
〇
六
、
二
七
四
、
三
七
二
頁
。

（
４
）
例
え
ば
、R
o
b
ert S

cig
lia
n
o
,
S
ou
th V

ietn
am
:
N
ation

 
u
n
d
er S

tress
(B
o
sto
n
:
H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
,
1963),

p
p
.206

216

な
ど
。

（
５
）L

a
w
ren

ce E
.
G
rin
ter,

“B
a
rg
a
in
in
g b

etw
een S

a
ig
o
n a

n
d W

a
sh
in
g
to
n
:
D
ilem

m
a
s o
f L
in
k
a
g
e P

o
litics d

u
rin
g W

a
r,”

O
rbis

,
V
o
l.

18,
N
o
.3
(F
a
ll 1974),

p
p
.839

840.

（
６
）
例
え
ば
、R

o
g
er H

ilsm
a
n
,
T
o M

ove a N
ation

:
T
h
e P

olitics of F
oreign P

olicy in th
e A

d
m
in
istration of Joh

n F
.
K
en
n
ed
y
(N
ew

 
Y
o
rk
:
D
o
u
b
led
a
y
,
1967),

p
p
.136

137;
G
eo
rg
e W

.
B
a
ll,
D
iplom

acy for a C
row

d
ed
 
W
orld

:
A
n
 
A
m
erican

 
F
oreign

 
P
olicy

(B
o
sto
n
:

L
ittle,

B
ro
w
n
,
1976),

p
.54.
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（
７
）W

illia
m
 
A
.
W
illia

m
s,
E
m
pire as a

 
W
ay of L

ife,
p
.14;

id
em
,
T
h
e G

reat E
vasion

:
A
n E

ssay on th
e C

on
tem

porary R
elevan

ce of
 

K
arl M

arx an
d
 
on
 
th
e
 
W
isd
om
 
of A

d
m
ittin

g
 
th
e H

eretic in
to
 
th
e D

ialogu
e abou

t A
m
erica’s F

u
tu
re

C
h
ica
g
o
:
Q
u
a
d
ra
n
g
le

 
B
o
o
k
s,
1964),

p
p
.39

40.
（
８
）W

illia
m
 
P
.
B
u
n
d
y
,
“T
h
e P

a
th to V

iet N
a
m
:
T
en D

ecisio
n
s,”

O
rbis

,
V
o
l.11,

N
o
.3
(F
a
ll 1967),

p
p
.655

656.

（
９
）P

h
ilip E

.
C
a
tto
n
,
D
iem

’s F
in
al F

ailu
re:

P
relu

d
e to A

m
erica’s W

ar in V
ietn

am
(L
a
w
ren

ce:
U
n
iv
ersity P

ress o
f K

a
n
sa
s,
2002),

p
.82.

ジ
ェ
ム
と
米
政
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、Seth Ja

co
b
s,
C
old

 
W
ar M

an
d
arin

:
N
go D

in
h D

iem
 
an
d th

e O
rigin

s of A
m
erica’s

 
W
ar in V

ietn
am
,
1
9
5
0
1
9
6
3
(L
a
n
h
a
m
:
R
o
w
m
a
n
&
L
ittlefield

,
2006)

な
ど
。
文
明
や
近
代
化
に
つ
い
て
の
ジ
ェ
ム
の
ア
イ
デ
ア
に
注
目
す
る

の
は
、
例
え
ば
、E

d
w
a
rd M

iller,
“T
h
e D

ip
lo
m
a
cy o

f P
erso

n
a
lism

:
C
iv
iliza

tio
n
,
C
u
ltu
re,

a
n
d th

e C
o
ld W

a
r in th

e F
o
reig

n P
o
licy

 
o
f N

g
o D

in
h D

iem
,”
in C

h
risto

p
h
er E

.
G
o
sch

a
&
C
h
ristia

n F
.
O
sterm

a
n
n
(ed
s.),

C
on
n
ectin

g
 
H
istories:

D
ecolon

ization
 
an
d
 
th
e

 
C
old

 
W
ar in

 
S
ou
th
east A

sia,
1
9
4
5
1
9
6
2
(S
ta
n
fo
rd
:
S
ta
n
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2009)

な
ど
。

（
10
）
松
岡
完
『
一
九
六
一

ケ
ネ
デ
ィ
の
戦
争
｜
冷
戦
・
ベ
ト
ナ
ム
・
東
南
ア
ジ
ア
』

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）、
五
六
五
〜
五
六
九
、
六
二
二
頁
。
ケ

ネ
デ
ィ
政
権
の
ベ
ト
ナ
ム
政
策
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、W

illia
m
 
J.
R
u
st,

K
en
n
ed
y in

 
V
ietn

am
(N
ew
 
Y
o
rk
:
S
crib

n
er,

1985);
L
a
w
ren

ce
 

F
reed

m
a
n
,
K
en
n
ed
y’s
 
W
ars:

B
erlin

,
C
u
ba,

L
aos,

an
d
 
V
ietn

am
(N
ew
 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
2000)

な
ど
。

（
11
）D

a
v
id K

a
iser,

A
m
erican T

raged
y:
K
en
n
ed
y,
Joh

n
son

,
an
d
 
th
e O

rigin
s of th

e V
ietn

am
 
W
ar

(C
a
m
b
rid
g
e:
H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity

 
P
ress,

2000),
p
.104.

ケ
ネ
デ
ィ
が
一
貫
し
て
冷
戦
の
闘
志
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
、
例
え
ば
、T

h
o
m
a
s G

.
P
a
terso

n
,
“In

tro
d
u
ctio

n
:
Jo
h
n

 
F
.
K
en
n
ed
y
’s Q

u
est fo

r V
icto

ry a
n
d G

lo
b
a
l C
risis,”

in id
em

(ed
.),
K
en
n
ed
y’s Q

u
est for V

ictory:
A
m
erican F

oreign P
olicy,

1
9
6
1

1
9
6
3
(N
ew
 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1989)

な
ど
。

（
12
）Jo

h
n M

.
N
ew
m
a
n
,
JF
K
 
an
d
 
V
ietn

am
:
D
eception

,
In
trigu

e,
an
d
 
th
e S

tru
ggle for P

ow
er
(N
ew
 
Y
o
rk
:
W
a
rn
er B

o
o
k
s,
1992),

p
.

147.

（
13
）M

ich
a
el C

h
a
rlto

n
&
A
n
th
o
n
y M

o
n
crieff,

M
an
y R

eason
s W

h
y:
T
h
e A

m
erican In

volvem
en
t in V

ietn
am

(L
o
n
d
o
n
:
S
co
la
r P

ress,

1978),
p
.71;

D
a
v
id H

a
lb
ersta

m
,
T
h
e B

est an
d
 
th
e B

righ
test

(20th A
n
n
iv
ersa

ry E
d
itio

n
)
(N
ew
 
Y
o
rk
:
B
a
lla
n
tin
e B

o
o
k
s,
1993),

p
.

130.

な
お
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ル
バ
ー
ス
タ
ム
（
浅
野
輔
訳
）『
ベ
ス
ト
＆
ブ
ラ
イ
テ
ス
ト

上

栄
光
と
興
奮
に
憑
か
れ

て
』

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）、
二
七
四
頁
を
参
照
し
つ
つ
、
筆
者
自
ら
が
日
本
語
訳
を
行
っ
た；

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n
 
to
 
D
O
S
 
70,

Ju
ly
 
14,

1961,
U
.S
.
D
ep
a
rtm

en
t o
f S
ta
te

﹇U
S
D
O
S

﹈,F
oreign R

elation
s of th

e U
n
ited

 
S
tates,

1
9
6
1
1
9
6
3
,
V
o
l.1
(V
ietn

a
m
 
1961)

﹇F
R
U
S

﹈

(W
a
sh
in
g
to
n D

.C
.:
U
.S
.
G
o
v
ern

m
en
t P

rin
tin
g O

ffice

﹇U
S
G
P
O

﹈,1988),
p
.218.
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（
14
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S
 
414,

S
ep
tem

b
er 28,

1961,
V
ietn

am
:
N
ation

al S
ecu

rity F
iles,

1
9
6
1
1
9
6
3

﹇V
N
S
F

﹈﹇M
icro

film

﹈

(F
red

erick
:
U
n
iv
ersity P

u
b
lica

tio
n
s o
f A

m
erica

,
1987),

reel 2:
fra
m
e 148

﹇2:
148

﹈.
（
15
）G

era
rd J.

D
eG
ro
o
t,
A
 
N
oble C

au
se?:

A
m
eirca an

d
 
th
e V

ietn
am
 
W
ar

(H
a
rlo
w
:
L
o
n
g
m
a
n
,
2000),

p
.74.

解
放
戦
線
の
結
成
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
、R

o
b
ert K

.
B
rig
h
a
m
,
G
u
errilla D

iplom
acy:

T
h
e N

L
F
’s F

oreign
 
R
elation

s an
d
 
th
e V

iet N
am
 
W
ar

(Ith
a
ca
:
C
o
rn
ell

 
U
n
iv
ersity P

ress,1999),p
p
.1
12 ；

谷
川
榮
彦
編
著
『
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
起
源
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
四
年
）、
一
六
一
〜
一
七
七
頁
、
小
倉
貞
男
『
ド

キ
ュ
メ
ン
ト

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
全
史
』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
五
六
〜
一
二
三
頁
、
福
田
忠
弘
『
ベ
ト
ナ
ム
北
緯
一
七
度
線
の
断
層
｜
南
北
分
断

と
南
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
革
命
運
動
（
一
九
五
四
〜
六
〇
）』

成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
七
七
〜
二
二
九
頁
な
ど
。

（
16
）D

O
S
 
R
esea

rch M
em
o
ra
n
d
u
m
 
R
F
E
1,
S
ep
tem

b
er 29,

1961,
U
.S
.
D
ep
a
rtm

en
t o

f D
efen

se,
U
n
ited

 
S
tates-V

ietn
am
 
R
elation

s,

1
9
4
5
1
9
6
7

﹇U
S
V
R

﹈,B
o
o
k 11

﹇B
k 11

﹈(W
a
sh
in
g
to
n
,
D
.C
.:
U
S
G
P
O
,
1971),

p
p
.259,

271.

（
17
）R

.B
.
S
m
ith
,
A
n
 
In
tern

ation
al H

istory
 
of
 
th
e V

ietn
am
 
W
ar:

T
h
e S

tru
ggle for

 
S
ou
th
-E
ast A

sia,
1
9
6
1
6
5
(N
ew
 
Y
o
rk
:
S
t.

M
a
trin

’s P
ress,

1985),p
.38.

米
国
に
対
す
る
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国（
北
ベ
ト
ナ
ム
）の
対
応
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、W

illia
m
 
J.D

u
ik
er,“H

a
n
o
i’s

 
R
esp

o
n
se to A

m
erica

n P
o
licy

,
1961

1965:
C
ro
ssed S

ig
n
a
ls?”

in L
lo
y
d C

.
G
a
rd
n
er&

T
ed G

ittin
g
er
(ed
s.),

V
ietn

am
:
T
h
e E

arly
 

D
ecision

s
(A
u
stin

:
U
n
iv
ersity

 
o
f
 
T
ex
a
s
 
P
ress,

1997)

、
中
ソ
へ
の
北
ベ
ト
ナ
ム
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、R

o
b
ert

 
K
.
B
rig
h
a
m
,

“V
ietn

a
m
 
a
t th

e C
en
ter:

P
a
ttern

s o
f D

ip
lo
m
a
cy a

n
d R

esista
n
ce,”

in L
lo
y
d
 
C
.
G
a
rd
n
er&

T
ed
 
G
ittin

g
er

(ed
s.),

In
tern

ation
al

 
P
erspectives on

 
V
ietn

am
(C
o
lleg

e S
ta
tio
n
:
T
ex
a
s A

&
M
 
U
n
iv
ersity P

ress,
2000) ；

庄
司
智
孝
「
ベ
ト
ナ
ム
労
働
党
の
南
部
解
放
政
策
と
中

ソ
」『
国
際
政
治
』
第
一
三
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
五
月
）
な
ど
。

（
18
）U

S
V
R
,
B
k
 
2,
Ⅳ
.B
.1,
p
.72;

M
essa

g
e,
C
H
M
A
A
G
 
S
a
ig
o
n to C

IN
C
P
A
C
 
M
A
G
A
G
-C
H
 
1473,

S
ep
tem

b
er 10,

1961,
V
N
S
F
,
2:
40.

（
19
）W

a
lt W

.
R
o
sto
w
,
T
h
e D

iffu
sion

 
of P

ow
er:

A
n
 
E
ssay in

 
R
ecen

t H
istory

(N
ew
 
Y
o
rk
:
M
a
cm
illa

n
,
1972),

p
.269.

（
20
）P

a
p
er in D

O
S
,
O
cto

b
er 11,

1961,
F
R
U
S
,
p
.339.

（
21
）M

em
o
ra
n
d
u
m
 
b
y G

ilp
a
tric,

O
cto

b
er 11,

1961,
ibid

.,
p
p
.343

344.

（
22
）M

em
o
ra
n
d
u
m
 
b
y G

ilp
a
tric,

O
cto

b
er 11,

1961,
ibid

.,
p
.344.

（
23
）D
ra
ft In

stru
ctio

n
s,
K
en
n
ed
y to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 11,

1961,
ibid

.,
p
.345.

（
24
）T

eleg
ra
m
,
L
em
n
itzer to F

elt S
S
O
 
JC
S 1596

61,
O
cto

b
er 13,

1961,
ibid

.,
p
p
.362

363.

（
25
）N

S
A
M
 
104,

O
cto

b
er 13,

1961,
U
S
V
R
,
B
k 11,

p
.328.

（
26
）L

etter,
K
en
n
ed
y to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 13,

1961,
ibid

.,
p
.327.
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（
27
）N

ew
m
a
n
,
op.cit.,

p
.128.

（
28
）D

O
S R

esea
rch M

em
o
ra
n
d
u
m
 
R
F
E
1,
S
ep
tem

b
er 29,

1961,
U
S
V
R
,
B
k
 
11,

p
.287.

（
29
）
ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
（
森
谷
文
昭
訳
）「
世
界
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
編
（
中
村
政
則
監
訳
）『
歴
史
と
し
て

の
戦
後
日
本

上
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
九
二
頁
。
菅
英
輝
「
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
ア
ジ
ア
の
秩
序
形
成
、
一
九
四
五
〜
一
九
六
五
年
」

渡
辺
昭
一
編
『
帝
国
の
終
焉
と
ア
メ
リ
カ
｜
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
再
編
』

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
〇
七
頁
も
参
照
。

（
30
）
こ
の
点
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参
照
願
い
た
い
。
筧
雅
貴
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
の
帝
国
へ
の
志
向
と
そ
の
挫
折
｜
一
九
六
一
年
の
米
国
・
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国

関
係
を
事
例
に
」
松
井
康
浩
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
秩
序
と
い
う
視
点
｜
規
範
・
歴
史
・
地
域
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
二
三
〜
一
二
九
頁
。

（
31
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
R
o
sto
w
 
to K

en
n
ed
y
,
M
a
y 10,

1961,
F
R
U
S
,
p
.131.

（
32
）E

d
ito
ria
l N

o
te,

ibid
.,
p
.380.

（
33
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
O
cto

b
er 18,

1961,
ibid

.,
p
.388.

（
34
）L

etter,
T
a
y
lo
r to K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 3,

1961,
ibid

.,
p
.477n

.

（
35
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 581,

N
o
v
em
b
er 1,

1961,
V
N
S
F
,
2:
571.

（
36
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
F
R
U
S
,
p
.479.

（
37
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
p
.489,

491.

（
38
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
p
.488,

491.

（
39
）
松
岡
、
前
掲
書
、
五
三
五
頁；

P
a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
F
R
U
S
,
p
.480.

（
40
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
ibid

.,
p
p
.480

481.

（
41
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
.493.

（
42
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
V
N
S
F
,
7:
240,

242;
P
a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
F
R
U
S
,
p
.481;

M
em
o
ra
n
d
u
m
,
Jo
h
n
so
n to R

u
sk
,

N
o
v
em
b
er 5,

1961,
ibid

.,
p
.536.

（
43
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
ibid

.,
p
.481.

（
44
）T
eleg

ra
m
,
T
a
y
lo
r to K

en
n
ed
y B

A
G
IO
 
0006,

N
o
v
em
b
er 1,

1961,
U
S
V
R
,
B
k 11,

p
p
.337

338,
341.

（
45
）M

a
x
w
ell D

.
T
a
y
lo
r,
S
w
ord

s an
d
 
P
low

sh
ares:

A
 
M
em
oir

(rep
rin
t)
(N
ew
 
Y
o
rk
:
D
a C

a
p
o P

ress,
1990),

p
.239.

ジ
ェ
ム
は
一
〇
月
一

三
日
に
、
米
戦
闘
部
隊
の
派
遣
を
要
請
し
、
二
四
日
に
「
洪
水
救
済
活
動
に
関
連
し
て
、
米
戦
闘
部
隊
を
派
遣
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
満
足
の
意
」
を
示

し
た
。T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 488,

O
cto

b
er 13,

1961,
V
N
S
F
,
2:
366,

369
370;

T
eleg

ra
m
,
T
a
y
lo
r to D

O
S 536,

O
cto

b
er 25,

1961,
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F
R
U
S
,
p
.429.

（
46
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
C
o
ttrell to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 27,

1961,
ibid

.,
p
.505.

（
47
）C

o
u
n
terin

su
rg
en
cy P

la
n fo

r V
iet-N

a
m
,

﹇Ja
n
u
a
ry 4,

1961

﹈,ibid
.,
p
.7.

（
48
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
ibid

.,
p
.480.

（
49
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
p
.493

494;
T
a
y
lo
r,
op.cit.,

p
p
.235

236.

（
50
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
L
a
n
sd
a
le to T

a
y
lo
r,

﹇O
cto

b
er 23,

1961

﹈,F
R
U
S
,
p
p
.418

419;
M
em
o
ra
n
d
u
m
,
L
a
n
sd
a
le to T

a
y
lo
r,
n
.d
.,
ibid

.,
p
.

527.

（
51
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
C
o
ttrell to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 27,

1961,
ibid

.,
p
p
.505,

507;
P
a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
.489.

（
52
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
Jo
rd
en to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 30,

1961,
ibid

.,
p
p
.511,

513
514.

（
53
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
Jo
rd
en to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 30,

1961,
ibid

.,
p
.512.

Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
主
要
な
政
府
機
関
の
代
表
を
含
み
、
大
統
領
に
対
策
や
計
画
を

勧
告
し
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
決
定
の
実
施
を
保
証
す
る
役
割
を
担
う
。M

em
o
ra
n
d
u
m
,
Jo
rd
en to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 30,

1961,
ibid

.,
p
.515.

（
54
）T

eleg
ra
m
,
T
a
y
lo
r to D

O
S 536,

O
cto

b
er 25,

1961,
ibid

.,
p
p
.428

429;
T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 541,

O
cto

b
er 25,

1961,
ibid

.,
p
.

432 ；

松
岡
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

（
55
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
C
o
ttrell to T

a
y
lo
r,
O
cto

b
er 27,

1961,
F
R
U
S
,
p
.511;

R
o
sto
w
,
op.cit.,

p
.277;

U
n
sig
n
ed M

em
o
ra
n
d
u
m
,
O
cto

b
er 18,

1961,
V
N
S
F
,
2:
392;

P
a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
F
R
U
S
,
p
.492.

（
56
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
L
a
n
sd
a
le to T

a
y
lo
r,

﹇O
cto

b
er 23,

1961

﹈,ibid
.,
p
.419.

（
57
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r M

issio
n
,
n
.d
.,
ibid

.,
p
p
.493

494.

（
58
）N

ew
m
a
n
,
op.cit.,

p
.34;

R
u
st,

op.cit.,
p
p
.26

28;
H
a
lb
ersta

m
,
op.cit.,

p
.128

（
二
七
一
頁
）；

松
岡
、
前
掲
書
、
一
三
一
〜
一
三
三
頁
。

（
59
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 541,

O
cto

b
er 25,

1961,
F
R
U
S
,
p
.432n

.

（
60
）D

ea
n R

u
sk
,
A
s I

 
S
aw
 
It
(N
ew
 
Y
o
rk
:
W
.W
.
N
o
rto
n
,
1990),

p
.432;

T
eleg

ra
m
,
H
a
k
o
n
e to D

O
S
 
S
ecto 6,

N
o
v
em
b
er 1,

1961,

F
R
U
S
,
p
.464.

（
61
）T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 545,

N
o
v
em
b
er 4,

1961,
ibid

.,
p
p
.534

535.

（
62
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 608,

N
o
v
em
b
er 7,

1961,
ibid

.,
p
p
.546

547.

（
63
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 598,

N
o
v
em
b
er 6,

1961,
ibid

.,
p
.542.

（
64
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 575,

O
cto

b
er 31,

1961,
ibid

.,
p
p
.456

457;
S
u
p
p
o
rters o

f P
la
cem

en
t o
f U

S F
o
rces in S

o
u
th V

iet-N
a
m
,
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n
.d
.,
P
resid

en
t Joh

n F
.
K
en
n
ed
y’s O

ffice F
iles,

1
9
6
1
1
9
6
3

﹇M
icro

film

﹈(F
red

erick
:
U
n
iv
ersity P

u
b
lica

tio
n
s o
f A

m
erica

,
1989),

C
o
u
n
tries F

ile,
R
eel 28,

V
ietn

a
m
,
S
ecu

rity 1961;
T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 597,

N
o
v
em
b
er 5,

1961,
V
N
S
F
,
2:
610.

（
65
）
ラ
ス
ク
は
「
行
政
官
、
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｇ
な
ど
の
派
遣
に
か
な
り
傾
い
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。N

o
tes o

f a M
eetin

g
,
N
o
v
em
b
er 9,

1961,
F
R
U
S
,

p
.573.

（
66
）D

ra
ft M

em
o
ra
n
d
u
m
,
R
u
sk to K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 7,

1961,
ibid

.,
p
p
.551,

552.

（
67
）D

ra
ft M

em
o
ra
n
d
u
m
 
fo
r K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 8,

1961,
ibid

.,
p
.562.

（
68
）D

ra
ft M

em
o
ra
n
d
u
m
,
M
cN
a
m
a
ra
 
to
 
K
en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 5,

1961,
ibid

.,
p
.538;

D
ra
ft M

em
o
ra
n
d
u
m
,
R
u
sk
 
to
 
K
en
n
ed
y
,

N
o
v
em
b
er 7,

1961,
ibid

.,
p
.551;

M
em
o
ra
n
d
u
m
,
M
cN
a
m
a
ra to K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 8,

1961,
ibid

.,
p
.560;

D
ra
ft M

em
o
ra
n
d
u
m
 
fo
r

 
K
en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 8,

1961,
ibid

.,
p
.561.

（
69
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
R
u
sk a

n
d M

cN
a
m
a
ra to K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 11,

1961,
U
S
V
R
,
B
k 11,

p
p
.360

361,
363

365.

（
70
）D

ra
ft P

a
p
er b

y B
u
n
d
y
,
N
o
v
em
b
er 7,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.553,

554.

（
71
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
N
o
v
em
b
er 6,

1961,
ibid

.,
p
p
.532

533;
L
ist o

f Q
u
estio

n
s b
y K

en
n
ed
y
,
N
o
v
em
b
er 11,

1961,
ibid

.,
p
p
.576

577.

（
72
）A

rth
u
r M

.
S
ch
lesin

g
er,

Jr.,
A
 
T
h
ou
san

d
 
D
ays:

Joh
n F

.
K
en
n
ed
y in th

e W
h
ite H

ou
se
(B
o
sto
n
:
H
o
u
g
h
to
n M

ifflin
,
1965),

p
.547.

な
お
同
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
Ａ
・
Ｍ
・
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー
（
中
屋
健
一
訳
）『
ケ
ネ
デ
ィ
｜
栄
光
と
苦
悩
の
一
千
日

下
』

河
出
書
房
、
一
九
六

六
年
）、
二
四
頁
を
参
照
し
つ
つ
、
筆
者
自
ら
が
日
本
語
訳
を
行
っ
た；

T
h
e P

en
tagon

 
P
apers as P

u
blish

ed
 
by th

e N
ew
 
Y
ork

 
T
im
es
(N
ew

 
Y
o
rk
:
B
a
n
ta
m
 
B
o
o
k
s,
1971),

p
.84.

（
73
）N

o
tes o

f a M
eetin

g
,
N
o
v
em
b
er 11,

1961,
F
R
U
S
,
p
.578 ；

松
岡
、
前
掲
書
、
五
三
二
頁
。

（
74
）S

ch
lesin

g
er,

Jr.,
op.cit.,

p
.547

二
四
頁
）.

（
75
）N

o
tes o

f a M
eetin

g
,
N
o
v
em
b
er 11,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.577

578;
N
o
tes o

f th
e N

a
tio
n
a
l S
ecu

rity C
o
u
n
cil M

eetin
g
,
N
o
v
em
b
er 15,

1961,
ibid

.,
p
p
.607

610.

（
76
）N

o
tes o

f a M
eetin

g
,
N
o
v
em
b
er 11,

1961,
ibid

.,
p
.577.

（
77
）T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 619,

N
o
v
em
b
er 15,

1961,
V
N
S
F
,
2:
826

831.

な
お
南
ベ
ト
ナ
ム
支
援
策
が
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｍ
一
一
一
と
し
て
正
式
に
承

認
さ
れ
る
の
は
、
一
一
月
二
二
日
で
あ
る
。
米
行
政
官
派
遣
に
つ
い
て
は
、「
両
国
政
府
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た
様
式
と
人
数
で
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
機
構
の

た
め
に
行
政
官
と
顧
問
を
提
供
す
る
」
と
記
さ
れ
、
国
務
・
国
防
長
官
の
共
同
覚
書
と
比
較
す
る
と
、
一
部
の
文
言
が
修
正
さ
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
上
の

変
更
は
な
い
。N

S
A
M
 
111,

N
o
v
em
b
er 22,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.656

657.
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（
78
）T

eleg
ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 619,

N
o
v
em
b
er 15,

1961,
V
N
S
F
,
2:
830.

（
79
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 678,

N
o
v
em
b
er 18,

1961,
F
R
U
S
,
p
.643.

（
80
）F

reed
o
m
a
n
,
op.cit.,

p
.334.

（
81
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 678,

N
o
v
em
b
er 18,

1961,
F
R
U
S
,
p
.643;

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 687,

N
o
v
em
b
er 22,

1961,
ibid

.,

p
p
.649

650.

（
82
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 687,

N
o
v
em
b
er 22,

1961,
ibid

.,
p
p
.650

651.

（
83
）F

red
erick N

o
ltin

g Jr.,
F
rom

 
T
ru
st to T

raged
y
(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ra
eg
er,

1988),
p
.40.

テ
イ
ラ
ー
も
ジ
ェ
ム
の
反
発
を
予
期
し
て
い
な
か
っ

た
。T

a
y
lo
r,
op.cit.,

p
.248.

（
84
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 678,

N
o
v
em
b
er 18,

1961,
F
R
U
S
,
p
.644;

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 687,

N
o
v
em
b
er 22,

1961,
ibid

.,

p
p
.649,

650,
651.

（
85
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 707,

N
o
v
em
b
er 25,

1961,
V
N
S
F
,
3:
132;

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 702,

N
o
v
em
b
er 24,

1961,
ibid

.,

3:
117.

そ
の
他
の
ジ
ェ
ム
の
反
応
に
つ
い
て
は
、D

o
u
g
la
s J.

M
a
cd
o
n
a
ld
,
A
d
ven

tu
res in C

h
aos:

A
m
erican In

terven
tion for R

eform
 
in th

e
 

T
h
ird
 
W
orld

(C
a
m
b
rid
g
e:
H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1992),

p
p
.209

210.

（
86
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 708,

N
o
v
em
b
er 25,

1961,
F
R
U
S
,
p
.667;

C
IA
 
In
fo
rm
a
tio
n R

ep
o
rt,

N
o
v
em
b
er 29,

1961,
ibid

.,
p
.693.

（
87
）N

o
tes o

f a M
eetin

g
,
N
o
v
em
b
er 27,

1961,
ibid

.,
p
p
.675

676;
L
etter,

L
a
n
sd
a
le to W

illia
m
s,
N
o
v
em
b
er 28,

1961,
ibid

.,
p
.688.

（
88
）B

a
ll,
op.cit.,

p
.50.

（
89
）T

eleg
ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 693,

N
o
v
em
b
er 27,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.676

677;
W
illia

m
 
C
.
G
ib
b
o
n
s,
“L
y
n
d
o
n Jo

h
n
so
n a

n
d th

e L
eg
a
cy

 
o
f V

ietn
a
m
,”
in G

a
rd
n
er&

G
ittin

g
er
(ed
s.),

V
ietn

am
,
p
.126.

（
90
）T

eleg
ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 693,

N
o
v
em
b
er 27,

1961,
F
R
U
S
,
p
.676;

S
ta
tu
s R

ep
o
rt o

n th
e In

stru
ctio

n
s to N

o
ltin

g
,
N
o
v
em
b
er

 
28,

1961,
V
N
S
F
,
3:
265.

（
91
）T

eleg
ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 693,

N
o
v
em
b
er 27,

1961,
F
R
U
S
,
p
.676.

（
92
）T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 428,

O
cto

b
er 12,

1961,
ibid

.,
p
.361.

（
93
）C

IA
 
In
fo
rm
a
tio
n
 
R
ep
o
rt,

N
o
v
em
b
er 28,

1961,
ibid

.,
p
.689;

M
em
o
ra
n
d
u
m
 
b
y
 
A
n
sp
a
ch
er,

D
ecem

b
er 1,

1961,
ibid

.,
p
.704;

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 736,

N
o
v
em
b
er 30,

1961,
V
N
S
F
,
3:
227.

（
94
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 729,

N
o
v
em
b
er 29,

1961,
F
R
U
S
,
p
.694.
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（
95
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 748,

D
ecem

b
er 1,

1961,
ibid

.,
p
.706.

（
96
）M

em
o
ra
n
d
u
m
 
o
f U

n
d
ersta

n
d
in
g
,
D
ecem

b
er 4,

1961,
ibid

.,
p
p
.714

716.
（
97
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 754,

D
ecem

b
er 3,

1961,
ibid

.,
p
p
.708

709.
（
98
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 754,

D
ecem

b
er 3,

1961,
ibid

.,
p
.711.

ジ
ェ
ム
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n

 
to D

O
S 678,

N
o
v
em
b
er 18,

1961,
ibid

.,
p
.643;

T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 708,

N
o
v
em
b
er 25,

1961,
ibid

.,
p
.668.

（
99
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 754,

D
ecem

b
er 3,

1961,
ibid

.,
p
p
.709

711.

（
100
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 754,

D
ecem

b
er 3,

1961,
ibid

.,
p
p
.709

710.

（
101
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 756,

D
ecem

b
er 4,

1961,
V
N
S
F
,
3:
350;

T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 725,

D
ecem

b
er 4,

1961,
F
R
U
S
,
p
.

712;
T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 727,

D
ecem

b
er 5,

1961,
ibid

.,
p
.716.

（
102
）M

a
cd
o
n
a
ld
,
op.cit.,

p
.48.

（
103
）L

etter,
L
a
n
sd
a
le to W

illia
m
s,
N
o
v
em
b
er 28,

1961,
F
R
U
S
,
p
.688n

;
M
em
o
ra
n
d
u
m
,
R
o
sto
w
 
to K

en
n
ed
y
,
D
ecem

b
er 6,

1961,
ibid

.,

p
.719n

;
R
o
sto
w
,
op.cit.,

p
p
.278

279.

（
104
）T

eleg
ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 892,

Ja
n
u
a
ry 5,

1962,
U
S
D
O
S
,
F
oreign R

elation
s of th

e U
n
ited S

tates,
1
9
6
1
1
9
6
3
,
V
o
l.2
(V
ietn

a
m

 
1962)

(W
a
sh
in
g
to
n
,
D
.C
.:
U
S
G
P
O
,
1990),

p
.12;

C
h
a
rlto

n
&
M
o
n
crieff,

op.cit.,
p
.73.

（
105
）T

ra
n V

a
n D

o
n
,
O
u
r E

n
d
less W

ar:
In
sid
e V

ietn
am

(S
a
n R

a
fa
el:
P
resid

io P
ress,

1978),
p
.10;

Ja
co
b
s,
op.cit.,

p
p
.97

98;
S
cig
lia
n
o
,

op.cit.,
p
.215 ；

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｅ
・
コ
ル
ビ
ー
（
大
前
正
臣
・
山
岡
清
二
訳
）『
栄
光
の
男
た
ち
｜
コ
ル
ビ
ー
元
Ｃ
Ｉ
Ａ
長
官
回
顧
録
』

政
治
広
報
セ
ン

タ
ー
、
一
九
七
八
年
）、
一
二
三
頁
。

（
106
）N

o
ltin

g
,
op.cit.,

p
p
.40

41.

（
107
）T

eleg
ra
m
,
D
O
S to P

a
ris T

o
sec 32,

D
ecem

b
er 12,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.728

729.

（
108
）B

a
ll,
op.cit.,

p
.53.

（
109
）M

em
o
ra
n
d
u
m
,
L
em
n
itzer to M

cN
a
m
a
ra C

M
414

61,
O
cto

b
er 31,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.463

464.

（
110
）T
eleg

ra
m
,
S
a
ig
o
n to D

O
S 541,

O
cto

b
er 25,

1961,
ibid

.,
p
.431 ；

松
岡
、
前
掲
書
、
四
四
四
〜
四
四
五
頁
。

（
111
）P

a
p
er b

y T
a
y
lo
r,
n
.d
.,
F
R
U
S
,
p
.480.

（
112
）
松
岡
、
前
掲
書
、
六
一
八
〜
六
一
九
頁；

T
eleg

ra
m
,
D
O
S to S

a
ig
o
n 683,

N
o
v
em
b
er 25,

1961,
V
N
S
F
,
3:
146;

N
ew
m
a
n
,
op.cit.,

p
.148.

（
113
）T

eleg
ra
m
,
M
cN
a
m
a
ra to F

elt a
n
d M

cG
a
rr D

ef 906345,
N
o
v
em
b
er 28,

1961,
F
R
U
S
,
p
p
.679

680;
N
ew
m
a
n
,
op.cit.,

p
.148.
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（
114
）T

eleg
ra
m
,
M
cG
a
rr to D

O
S M

A
G
A
R
-O
T
(O
P
)
4145,

N
o
v
em
b
er 26,

1961,
V
N
S
F
,
3:
153

154.

（
115
）L

etter,
D
iem
 
to K

en
n
ed
y
,
D
ecem

b
er 7,

1961,
U
S
D
O
S
,
D
epartm

en
t of S

tate B
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